
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡）

日時

議案

場所

「地域社会」に新たな価値を提供し続ける企業へ

第69期
証券コード：9956

定時株主総会招集ご通知

2026年６月26日（金曜日）
午前10時

第１号議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く）９名選任の件

第２号議案 監査等委員である
取締役４名選任の件

第３号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針
（買収への対応方針）の更新の件

岐阜県多治見市十九田町２番地の８
バロー文化ホール（多治見市文化会館）
大ホール
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証券コード 9956
2026年６月10日

（電子提供措置の開始日2026年6月4日）
株 主 各 位

岐阜県恵那市大井町180番地の１

取締役社長 小池 孝幸

第69期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第69期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげ

ます。
本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容で

ある情報（電子提供措置事項）については、後記「４.電子提供措置事項が掲載されるウェ
ブサイト」に掲載しておりますので、アクセスいただき、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 岐阜県多治見市十九田町２番地の８

バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール
3. 目的事項

報告事項 1. 第69期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第69期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件
監査等委員である取締役４名選任の件
当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）の更新の件

2026年05月25日 11時08分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



2

4. 電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト
１.当社ウェブサイト https://valorholdings.co.jp/ir/event/meeting.html

※「バローホールディングス 株主総会」を検索ください。
２.上場会社情報サービス（東京証券取引所）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
銘柄名(バローホールディングス)または証券コード（9956）を入力・検索し、
基本情報、縦覧書類/PR情報を選択ください。

３.株主総会ポータルⓇ（三井住友信託銀行）
https://www.soukai-portal.net
同封の議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、ＩＤ・パスワードを
ご入力ください。

5. 招集にあたっての決定事項
（1）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づ

き、書面交付請求を頂いた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
Ⅰ．事業報告に表示すべき事項のうち以下の項目

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
「会社の支配に対する基本方針」

Ⅱ．連結株主資本等変動計算書
Ⅲ．連結計算書類における「連結注記表」
Ⅳ．株主資本等変動計算書
Ⅴ．計算書類における「個別注記表」

（2）電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト、東京証券取引所のウェブ
サイトに掲載させていただきます。

（3）郵送とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等
による議決権行使を有効なものといたします。また、インターネット等による方法で複数
回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

（4）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、
賛成の表示があったものとして取り扱います。

以 上

◎議決権行使書を郵送にてお送りいただく場合は、2026年6月25日（木曜日）午後5時までに到着
するよう、お送りください。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。

◎車椅子にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。

◎株主様の介助をされる方、通訳者（手話通訳者を含みます。）の方は、会場内での同席が
可能です。会場受付にてその旨をお申し出ください。
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●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
●�1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため�
ご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート 
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間 9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

❶ 議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷ 株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸ スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

スマートフォン等による議決権行使方法

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年６月25日（木）午後５時まで

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

ご注意事項

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL ▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員は、本総会の終結の時をもって任期満了とな
ります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く）９名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項は

ない旨の意見表明を受けております。
取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）は次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の地位及び担当 取締役会の出席状況

１ 再任
た し ろ ま さ み

田代 正美 代表取締役会長兼CEO 13回／13回
（ 100 ％）

２ 再任
こ い け たかゆき

小池 孝幸 取締役社長 13回／13回
（ 100 ％）

３ 再任
もり かつゆき

森 克幸 専務取締役（株式会社バロー
代表取締役社長）

13回／13回
（ 100 ％）

４ 再任
しのはな あきら

篠花 明 常務取締役管理本部長 13回／13回
（ 100 ％）

5 再任
わ が と も り さ く

和賀登 盛作
取締役（アレンザホールディ
ングス株式会社代表取締役社
長）

13回／13回
（ 100 ％）

6 再任
こ う け つ なおたか

纐纈 直孝 取締役（中部フーズ株式会社
代表取締役社長）

13回／13回
（ 100 ％）

7 新任
や ま だ たけひこ

山田 武彦 中部流通株式会社代表取締役社長 −回／ −回
（ − ％）

8 再任
たかはし としゆき

高橋 俊行 社外取締役 13回／13回
（ 100 ％）

9 再任
こ じ ま や す み ち

小島 泰道 社外取締役 6回／ 8回
（ 75 ％）
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１ 再 任
た しろ まさ み

田 代 正 美
1947年(昭和22年)６月９日生

所有する当社株式数

1,350,846株

略歴、地位及び担当
1977年(昭和52年)４月 当社入社
1979年(昭和54年)11月 当社 取締役
1984年(昭和59年)11月 当社 常務取締役
1990年(平成２年)10月 当社 専務取締役
1994年(平成６年)６月 当社 代表取締役社長
2015年(平成27年)４月 当社 代表取締役会長兼社長
2022年(令和４年)６月 当社 代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
2022年(令和４年)６月 株式会社バロー 代表取締役会長（現任）
2024年(令和６年)12月 株式会社犬の家 代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
株式会社バロー 代表取締役会長
株式会社犬の家 代表取締役会長
取締役候補者の選任理由
田代正美氏は、1994年以来、当社の代表取締役を務めると
ともに、当社グループ子会社の代表取締役を兼務するなど、
経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。

2 再 任
こ いけ たか ゆき

小 池 孝 幸
1972年(昭和47年)９月20日生

所有する当社株式数

9,571株

略歴、地位及び担当
1995年(平成７年)４月 当社入社
2005年(平成17年)１月 当社 社長室長
2008年(平成20年)５月 当社 物流部長
2018年(平成30年)４月 中部興産株式会社 代表取締役社長

(現任）
2019年(平成31年)１月 当社 ＩＴ戦略室長兼情報システム部長
2019年(令和元年)６月 当社 取締役
2020年(令和２年)４月 当社 流通技術本部長
2022年(令和 4 年)８月 当社 取締役社長代行
2023年(令和 5 年)６月 当社 取締役社長（現任）
2023年(令和 5 年)８月 株式会社バローフィナンシャルサービス

代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
中部興産株式会社 代表取締役社長
株式会社バローフィナンシャルサービス 代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
小池孝幸氏は、当社グループの物流子会社やクレジットカー
ド会社の代表取締役を務めるとともに、2023年より当社の
社長を務め、当社グループの経営に関する経験・実績・見識
を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。
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３ 再 任
もり かつ ゆき

森 克 幸
1961年(昭和36年)６月22日生

所有する当社株式数

15,124株

略歴、地位及び担当
1992年(平成４年)５月 マルダイタチヤ株式会社(現株式会社

タチヤ)入社
2006年(平成18年)１月 株式会社タチヤ 代表取締役社長
2007年(平成19年)１月 株式会社サンフレンド(現 株式会社食

鮮館タイヨー) 代表取締役社長
2015年(平成27年)６月 当社 取締役
2018年(平成30年)４月 株式会社タチヤ 代表取締役会長

株式会社バロー 常務取締役 SM事業
統括本部長

2019年(平成31年)１月 同社 専務取締役 SM事業統括本部長
2022年(令和４年)６月 同社 代表取締役社長（現任）

当社 専務取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社バロー 代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
森克幸氏は、2006年より当社のスーパーマーケット事業子
会社の代表取締役を兼務するなど、当社グループの経営に関
する経験・実績・見識を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。

４ 再 任
しの はな あきら

篠 花 明
1972年(昭和47年)９月25日生

所有する当社株式数

19,103株

略歴、地位及び担当
2006年(平成18年)５月 当社入社
2011年(平成23年)２月 当社 SM営業部長
2014年(平成26年)１月 株式会社岐東ファミリーデパート

代表取締役会長（現任）
2014年(平成26年)６月 当社 取締役
2015年(平成27年)４月 当社 常務取締役（現任）

当社 管理本部長（現任）
2015年(平成27年)10月 当社 総務人事部長兼リスクマネジメ

ント部長
2017年(平成29年)１月 当社 総務人事部長
2017年(平成29年)４月 株式会社バローエージェンシー

代表取締役社長（現任）
2018年(平成30年)10月 中部アグリ株式会社 代表取締役社長（現任）
2019年(令和元年)９月 当社 総務部長
2020年(令和２年)４月 当社 財務部長
2022年(令和４年)８月 株式会社バローマックス

代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
中部アグリ株式会社 代表取締役社長
株式会社バローエージェンシー 代表取締役社長
株式会社バローマックス 代表取締役社長
株式会社岐東ファミリーデパート 代表取締役会長
取締役候補者の選任理由
篠花明氏は、当社のスーパーマーケット事業の営業部門責任
者および管理部門責任者の経験とともに、当社グループ子会
社の代表取締役を兼務するなど、当社グループの経営に関す
る経験・実績・見識を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。
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5 再 任
わ が と もり さく

和賀登 盛 作
1959年(昭和34年)５月４日生

所有する当社株式数

20,442株

略歴、地位及び担当
1983年(昭和58年)12月 株式会社富士屋入社
2000年(平成12年)１月 当社 HC商品部長
2004年(平成16年)７月 当社 HC営業部長
2011年(平成23年)６月 当社 取締役（現任）
2014年(平成26年)１月 当社 HC営業部長
2015年(平成27年)６月 株式会社ホームセンターバロー

代表取締役社長（現任）
2019年(平成31年)４月 アレンザホールディングス株式会社

取締役副社長
2023年(令和５年)５月 アレンザホールディングス株式会社

代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
アレンザホールディングス株式会社 代表取締役社長
株式会社ホームセンターバロー 代表取締役社長
株式会社ファースト 代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
和賀登盛作氏は、当社のホームセンター事業の営業部門・商
品部門責任者の経験とともに、当社グループのホームセンタ
ー事業会社の代表取締役を兼務するなど、当社グループの経
営に関する経験・実績・見識を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。

6 再 任
こう けつ なお たか

纐 纈 直 孝
1963年(昭和38年)11月19日生

所有する当社株式数

5,485株

略歴、地位及び担当
1987年(昭和62年)４月 当社入社
2004年(平成16年)１月 当社 SM商品部1課課長
2012年(平成24年)６月 中部フーズ株式会社 商品部長
2013年(平成25年)10月 同社 商品開発部長
2014年(平成26年)４月 同社 デリカ事業部長兼商品開発部長
2015年(平成27年)４月 同社 執行役員デリカ事業部長

兼商品開発部長
2019年(平成31年)４月 中部フーズ株式会社代表取締役社長

（現任）
2023年(令和５年)６月 当社 取締役（現任）

重要な兼職の状況
中部フーズ株式会社 代表取締役社長
取締役候補者の選任理由
纐纈直孝氏は、当社のスーパーマーケット事業の経営や商品
調達の経験を基に、当社グループが取り扱う惣菜等の製造・
販売を行う事業子会社の代表取締役を務めており、当社グル
ープの経営に関する経験・実績・見識を有しております。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。
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7 新 任
やま だ たけ ひこ

山 田 武 彦
1972年(昭和47年)10月20日生

所有する当社株式数

1,481株

略歴、地位及び担当
1995年(平成７年)４月 当社入社
2005年(平成17年)３月 当社 上海事務所所長
2013年(平成25年)３月 中部流通株式会社 営業部長
2018年(平成30年)４月 同社 代表取締役社長（現任）
2023年(令和５年)４月 昭和フイルム株式会社 代表取締役会長（現任）

ユニードパック株式会社 代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
中部流通株式会社 代表取締役社長
昭和フイルム株式会社 代表取締役会長
ユニードパック株式会社 代表取締役会長
取締役候補者の選任理由

山田武彦氏は、当社のスーパーマーケット事業の経営の経験
を基に、当社の商社事業子会社の代表取締役を務めており、
当社グループの経営に関する経験・実績・見識を有しており
ます。
当社のグループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強
化に適任であると判断し、取締役候補者としています。

8
再 任
社 外
独 立

たか はし とし ゆき

高 橋 俊 行
1950年(昭和25年)12月11日生

所有する当社株式数

―株

略歴、地位及び担当
1974年(昭和49年)４月 味の素株式会社入社
2003年(平成15年)６月 同社 執行役員東京支社長
2006年(平成18年)６月 カルピス株式会社 常勤顧問
2011年(平成23年)６月 同社 取締役専務執行役員
2012年(平成24年)10月 味の素株式会社 アドバイザー
2013年(平成25年)６月 味の素冷凍食品株式会社 監査役
2015年(平成27年)６月 同社退任
2021年(令和３年)６月 当社 社外取締役（現任）

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
高橋俊行氏は、食品製造業における豊富な経験・実績を有す
るとともに、企業経営に関する経験・実績・見識を有してお
ります。
このような経験と実績は、当社グループ経営の推進やコーポ
レート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、社外取締
役候補者としております。
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9
再 任
社 外
独 立

こ じま やす みち

小 島 泰 道
1952年(昭和27年)１月18日生

所有する当社株式数

―株

略歴、地位及び担当
1979年(昭和54年)５月 宗教法人長國寺 代表役員
2002年(平成14年)10月 曹洞宗 宗議会議員（現任）
2006年(平成18年)12月 学校法人世田谷学園 理事
2010年(平成22年)６月 学校法人駒澤学園 駒沢女子大学理事
2012年(平成24年)11月 学校法人栴檀学園 東北福祉大学理事長
2016年(平成28年)10月 曹洞宗 宗議会議長
2020年(令和２年)３月 宗教法人長寿寺 代表役員（現任）
2022年(令和４年)10月 学校法人愛知学院 理事長
2024年(令和６年)11月 学校法人駒澤大学 理事
2025年(令和７年)６月 同法人 理事長（現任）

当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
曹洞宗 宗議会議員
宗教法人長寿寺 代表役員
学校法人駒澤大学 理事長
重要な兼職先と当社の関係
当該兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
小島泰道氏は、宗教法人の運営とともに宗教団体の役員を務
めるほか、学校法人の理事を務めるなど、幅広い経験を有し
ております。
このような経験と実績は、当社グループ経営の推進やコーポ
レート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、社外取締
役候補者としております。
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（注）1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 高橋俊行氏及び小島泰道氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、東京証券取引所及び

名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役候補者２名を独立役員として届け出ております。
3. 小島泰道氏を除く各候補者の「重要な兼職の状況」に記載の法人は、当社の子会社又は関連会社で

あります。
4. 高橋俊行氏の当社の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年、小島泰道氏の当社の社外

取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年であります。
5．当社は、社外取締役である高橋俊行氏及び小島泰道氏と責任限定契約を締結しております。当社は、

各氏の再任が承認された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。
なお、その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって損害賠償を負う場合、会社法第425条第１項の最低限度額を
限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意か
つ重大な過失がないときに限るものとする。

6．当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保
険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関
して行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費
用等が補填されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。但し、法
令違反の行為であったことを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定
の免責事由があります。本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者となりま
す。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は本総会の終結の時をもって任期満了となりますの

で、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の地位 取締役会

の出席状況
監査等委員会
の出席状況

１ 新任
かば しま てつ た ろう

椛島 鉄太郎 − −回／ −回
（ − ％）

−回／ −回
（ − ％）

２ 新任
やま した よ う こ

山下 陽子 社外取締役 13回／13回
（ 100 ％）

−回／ −回
（ − ％）

３ 新任
い さか よしたか

井坂 好孝 − −回／ −回
（ − ％）

−回／ −回
（ − ％）

４ 新任
あ さ の と し み

浅野 寿美 − −回／ −回
（ − ％）

−回／ −回
（ − ％）
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１ 新 任
かば しま てつ た ろう

椛島 鉄太郎
1971年(昭和46年)９月７日生

所有する当社株式数

−株

略歴、地位及び担当
1995年(平成７年)４月 農林中央金庫入庫
2009年(平成21年)８月 同庫 宇都宮支店次長
2011年(平成23年)７月 同庫 JAバンク企画推進部部長代理
2014年(平成26年)11月 同庫 農林水産環境統括部部長代理
2016年(平成28年)６月 同庫 宮崎営業所長
2021年(令和３年)７月 同庫 高松支店長
2024年(令和６年)４月 同庫 JAバンクリテール実践部主任考査役
2026年(令和８年)６月 当社入社 管理本部付（現任）

取締役候補者とした理由
椛島鉄太郎氏は、金融機関に勤務された経験や知見、また財
務及び会計に関する高い知見を有しております。
当社のコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断
し、取締役候補者としております。

２
新 任
社 外
独 立

やま した よう こ

山 下 陽 子
1978年(昭和53年)７月25日生

所有する当社株式数

−株

略歴、地位及び担当
2005年(平成17年)10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）

河内法律事務所入所
2010年(平成22年)４月 小浜ひまわり基金法律事務所 弁護士
2012年(平成24年)６月 今池法律事務所 パートナー弁護士

（現任）
2023年(令和５年)６月 当社 社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
今池法律事務所 パートナー弁護士
重要な兼職先と当社の関係
当該兼職先と当社の間には特別な関係はありません。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
山下陽子氏は、弁護士の資格を有しております。また弁護士
としての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員など
幅広い活動をされています。
このような経験と実績は、当社グループ経営の推進やコーポ
レートガバナンスの強化に適任であると判断し、社外取締役
候補者としております。
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３
新 任
社 外
独 立

い さか よし たか

井 坂 好 孝
1963年(昭和38年)４月８日生

所有する当社株式数

−株

略歴、地位及び担当
2013年(平成25年)７月 津島税務署 副署長
2016年(平成28年)７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官
2021年(令和３年)７月 名古屋国税局 総務部会計課長
2022年(令和４年)７月 同局 総務部次長
2023年(令和５年)７月 名古屋中税務署長
2024年(令和６年)９月 井坂好孝税理士事務所 所長（現任）

重要な兼職の状況
井坂好孝税理士事務所 所長
重要な兼職先と当社の関係
当該兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
井坂好孝氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませ
んが、税理士の資格とともに長年税務に携わられた経験から
財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知見を有
しております。
当社のコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断
し、社外取締役候補者としております。

４
新 任
社 外
独 立

あさ の とし み

浅 野 寿 美
1971年(昭和46年)３月16日生

所有する当社株式数

−株

略歴、地位及び担当
1993年(平成５年)10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限

責任監査法人）入所
2017年(平成29年)７月 学校法人東海学園 監事（現任）
2017年(平成29年)７月 日本公認会計士協会東海会 入社
2018年(平成30年)５月 同会 事務局長（現任）
2024年(令和６年)４月 学校法人愛知享栄学園 監事（現任）

重要な兼職の状況
学校法人東海学園 監事
日本公認会計士協会東海会 事務局長
学校法人愛知享栄学園 監事
重要な兼職先と当社の関係
当該兼職先と当社の間には特別な関係はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
浅野寿美氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませ
んが、公認会計士として法人の監事等を務められた経験か
ら、財務及び会計に関する高い見識と企業活動に関する知見
を有しております。
当社のコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断
し、社外取締役候補者としております。
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（注）1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山下陽子氏、井坂好孝氏及び浅野寿美氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は社外取締役候補者３名を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、両取引所に届け出ております。

3. 山下陽子氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年となります。
山下陽子氏、井坂好孝氏及び浅野寿美氏はいずれも当社監査等委員である取締役就任期間はござい
ません。

4. 山下陽子氏につきましては、職業上使用している氏名であります。戸籍上の氏名は宮﨑陽子であり
ます。

5. 当社は、社外取締役である山下陽子氏と責任限定契約を締結しております。当社は同氏の再任が承
認された場合、上記責任限定契約を新たに締結する予定であります。
井坂好孝氏及び浅野寿美氏の就任が承認された場合、上記責任限定契約を締結する予定であります。
なお、その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
・取締役が任務を怠ったことによって損害賠償を負う場合は、会社法第４２５条第１項の最低責任
限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意か
つ重大な過失がないときに限るものとする。

6. 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第４３０条の３第１項に規定する役員等賠償責任保
険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為に起因して損害賠償請求がなさ
れたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなり、被保険者の全て
の保険料を当社が全額負担しております。
但し、法令違反の行為であったことを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないな
ど、一定の免責事由があります。
本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該
保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定です。
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第３号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）の更新の件
当社は、2008年６月26日開催の当社第51期定時株主総会において株主の皆様からご承認

をいただいて、「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」を導入いたしまし
た。さらに、同対応方針は、2023年６月29日開催の当社第66期定時株主総会において株主
の皆様からご承認をいただいて、更新されております（当該５度目の更新後の当社の買収防衛
策を、以下「旧プラン」といいます。）。
旧プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時をもって満了いたします。
当社は、2026年５月13日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、本定時

株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、旧プランを別添のとおり修正して更新するこ
とを決定いたしました（当該６度目の更新後の当社の買収への対応方針を、以下「本プラン」
といいます。）。なお、実質的な修正はなされておりません。また、2023年8月31日に経済産
業省から公表されました「企業買収における行動指針−企業価値の向上と株主利益の確保に向
けて−」の用語法、上場規則の改正及び実務の動向等を勘案し、本定時株主総会より、当社株
式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）は当社株式の大量買付行為への対応方針（買収へ
の対応方針）といたしますが、枠組みに変更はありません。
なお、本プランの具体的な内容を決定いたしました取締役会には、当社の監査等委員である

取締役が全員出席し、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本
プランに賛成する旨の意見を述べております。
本議案は、本プランについて株主の皆様の意思を適切に反映させるため、出席株主の皆様の

議決権（議決権行使書又はインターネット等により行使される議決権を含みます。）の過半数
をもってのご承認をお願いするものであります。
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（別添）
Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社グループ
としての企業価値の源泉、及び当社グループが保有する幅広いノウハウと豊富な経験、並び
に顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等を十分に理解し、
当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと
考えております。
当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付行為（下記Ⅲ 2.(3)①で定義されます。以

下同じとします。）であっても、当社の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させる
ものであれば、これを否定するものではありません。当社の支配権の移転を伴う買収提案に
ついての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきものであると認識
しております。
しかしながら、近年のわが国の資本市場においては、対象会社への大量買付行為におい

て、その目的から見て企業価値の向上及び株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるも
の、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株
主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは取締役会が代替案を提案するた
めの十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さ
ないものも少なくありません。
当社としては、このような当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない大量買付行為を

行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えてお
り、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることに
より、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み

１．経営方針及び経営環境
①経営理念

当社グループは、「創造・先取り・挑戦」を経営理念とし、それらを綱領として定め
ております。この理念は1958年の創業時から現在に至るまで、グループ全社員に共有
され、企業経営の礎となっております。
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綱領 「バローグループの全社員は実業人としての自覚を持ち、地域社会の繁栄と社
会文化の向上に寄与せんことを期す。このために一人一人は「誠」をモットーとして業
務に当たり、創造、先取り、挑戦の姿勢で目標を高く掲げ、強い団結の下に英知と努力
をもって徹底的に力闘するものなり」

②経営戦略
当社グループは、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、スポーツ

クラブなど、多様な事業を展開しております。その背景には、当社グループが郊外より
事業を拡大してきた経緯から、地域のニーズに幅広く対応して顧客との接点を持ち、複
数の事業で収益を支えながら経営の安定性を求めてきたことがあります。また、調達・
製造から流通・販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル構築を
志向し、製造・加工拠点、物流センター等のインフラを整備し、自ら中間流通機能を担
いながら、流通経路の効率化や商品力の向上に努めております。さらに、当社グループ
では、複数の業態を組み合わせた商業施設を開発するほか、グループ全体で中間流通機
能の活用を進めるなど、経営資源を組み合わせてシナジーを創出しながら、企業価値の
向上に取り組んでおります。

２．中長期経営方針
当社グループは、2021年５月12日、2030年を見据えた中長期経営方針「バローグルー

プ・ビジョン2030」、「サステナビリティ・ビジョン2030」を定め、その実現に向けて新
たに「バローグループ中期３ヵ年経営計画」を策定いたしました。中長期経営方針の概要は
以下のとおりであります。
中長期経営方針（2022年３月期〜2030年３月期）
①ビジョン
・バローグループ・ビジョン2030

バローグループの商品・サービス・決済で地域を便利に、豊かに繋ぐ「バロー経済
圏」の構築と商品力で選ばれる「デスティネーション・カンパニー」を目指します。
その実現に向けて、顧客との接点を強化し、「製造小売業」としてのビジネスモデル
を進化させます。

・サステナビリティ・ビジョン2030
バローグループは、持続可能な社会の実現に向け、事業活動を通した全員活動によっ
て地域社会の発展と社会文化の向上に貢献します。
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②進化させるビジネスモデル
現在、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター等の1,200店舗以上の販
売網があり、お客様に近いという利点を有しておりますが、今後は店舗のみならず、Ｅ
Ｃ（電子商取引）や自社電子マネーLu Vit（ルビット）を通じ、顧客との接点を強化し
てまいります。また、「デスティネーション・カンパニー」への移行には、製造機能の
強化に加え、調達・製造拠点や企業間連携の広がりに対応した効率的なサプライチェー
ンの構築が不可欠であることから、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を通
じて情報連携を図り、ビジネスモデルを進化させてまいります。

③基本方針
1) 商品で繋ぐ
・「デスティネーション・ストア」を構成し、「バローグループにしかない」魅力ある商
品を提供します。

・店舗を中心とする物流網から調達・製造等の機能全体を包括した効率的なサプライチ
ェーン・インフラへの転換を図ります。

2) 顧客と繋がる
・店舗での販売に加え、ＥＣやLu Vitカード・アプリの活用に注力します。
・ＥＣ戦略として２つの重点領域を設定し、主要業態がドミナントを形成する地域で自
社の経営資源を中心に展開する「ドミナント自社ＥＣ」、2021年夏よりアマゾンジャ
パン合同会社と開始したネットスーパー事業のように、自社で足りない技術を協業に
よって補完する「広域協業ＥＣ」に取り組みます。特に、「ドミナント自社ＥＣ」で
は、事業所向け配送事業ainoma（アイノマ）、ドライブスルーによる商品受け取り、
その他無店舗販売事業を通じ、複数の接点を持ちながら、地域が抱える課題に対応し
ます。

3) 社会との繋がりを意識した経営
・取締役会の実効性を高め、経営の透明性を確保するとともに、グループ企業に対する
監督を強化し、当社の特徴であるグループ経営についてガバナンスを更に強化しま
す。

・ビジネスモデルに関わる３つの重点領域「地球環境」「地域社会」「人材の多様化」に
ついて、６つの分科会（食品廃棄物の削減・資源循環の推進、気候変動対策・水の管
理、廃棄物の削減・リサイクルの推進、買物課題の解決・健康増進支援、地域貢献、
多様な人材の活躍支援）を設置し、グループ全従業員で取り組みます。
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３．コーポレート・ガバナンスの取組み

当社は、2015年６月より適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードに対応する
ため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、その対応状況等の内容を記
載した「コーポレートガバナンス報告書」について、内容に変更がある都度更新し、株式会
社東京証券取引所に提出しております。
また当社は、2015年６月開催の当社第58期定時株主総会の承認を得て、同年10月より

持株会社体制へ移行しました。これにより、当社が当社グループの戦略機能を担い、経営資
源の最適配分により企業価値の最大化を図るとともに、事業会社の業務執行に対する監督機
能を担うことでガバナンスの強化を推進する体制としました。また、持株会社と事業会社の
組織体制を見直すとともに、責任と権限を明確化し、業務執行の迅速化と監督機能の強化を
図っております。なお、業務執行の迅速化に向けては「グループ経営執行会議」を設置し、
事業会社の投資案件等の決裁を行うとともに、各事業会社の経営課題等を共有しておりま
す。
2016年には、同年６月開催の当社第59期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置

会社に移行し、更にガバナンスの強化を図る体制としました。
当社取締役会は、グループ会社の監督、持株会社の業務執行及び事業会社の業務執行を行

う監査等委員でない取締役10名（うち社外取締役３名）と監査等委員である取締役３名
（うち社外取締役２名）の計13名で構成されております。なお、本定時株主総会決議事項の
第１号議案及び第２号議案が承認された場合には、監査等委員でない取締役は９名（うち社
外取締役２名）、監査等委員である取締役は４名（うち社外取締役３名）となります。また、
社外取締役５名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており
ます。
加えて、当社取締役会は、社内取締役２名と社外取締役３名で構成される「指名・報酬委

員会」を設置し、取締役会の透明性を確保しております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組み
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１．本プラン更新の目的
当社は、上記Ⅰの基本方針に記載のとおり、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の

実現に資する大量買付行為自体を否定するものではありません。しかしながら、当社の企業
価値の源泉であるビジネスモデル等を理解せず、一部の事業や資産に着目した、短期的な利
益実現を目的とした大量買付行為が行われる可能性は否定できないと考えております。
当社としては、このような状況下でかかる大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行

為が当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆
様に適切にご判断いただき、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定
していただくためには、大量買付者（下記2.(3)①で定義されます。以下同じとします。）及
び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保
されることが不可欠であると考えます。また、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共
同の利益の確保又は向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があ
ると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量買付者と交渉するととも
に、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのため
に必要な時間も十分に確保されるべきであります。
当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えたうえで、以下のとおり

本プランとして更新することを決定いたしました。本プランは、大量買付者に対し、本プラ
ンの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付行為
が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対抗措
置を定めています。
なお、2026年３月31日現在における当社の大株主の状況は、添付の「ご参考①」のとお

りであります。また、現時点において、当社が大量買付行為に関する提案を受けている事実
はありません。

２．本プランの内容

（１）本プランの概要

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請す
るとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場
合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく害するもので
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あると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株
予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律及び当社の定
款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の
対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、

①大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取
得と引換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項、
③大量買付者及びその関係者が有する本新株予約権について、一定の行使条件や取得条項が
付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項（当社取締役会が決定した場
合）等を付すことが予定されております。
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大

量買付者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化さ
れる可能性があります。

（２）本プランの更新手続−本定時株主総会における承認

旧プランは、2023年６月29日開催の当社第66期定時株主総会による承認を得たもので
ありますが、本プランの更新についても、株主の皆様の意思を適切に反映するため、本定時
株主総会における決議によるご承認をいただくことを条件とします。

（３）本プランの発動に係る手続

①対象となる大量買付行為
当社は、当社取締役会が別途定める場合を除き、以下のいずれかに該当する行為又は

これらに類似する行為（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このよ
うな行為を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い又は行おうとする者を以
下「大量買付者」といいます。）がなされ、又はなされようとする場合には、本プラン
に基づく対抗措置の発動を検討いたします。

ⅰ. 当社が発行者である株券等*1について、保有者*2の株券等保有割合*3が20％以上となる
買付け

ⅱ. 当社が発行者である株券等*4について、買付け*5を行う者の株券等所有割合*6及びその
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特別関係者*7の株券等所有割合の合計が20％以上となる当該株券等の買付け
ⅲ. 上記ⅰ又はⅱに規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の保有者

が、当社の他の保有者（複数である場合を含みます。以下本ⅲにおいて同じとしま
す。）との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の保有者が当該特定
の保有者の共同保有者*8に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の保
有者と当該他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者
が共同ないし協調して行動する関係*9を樹立するあらゆる行為（ただし、当社が発行者
である株券等につき当該特定の保有者と当該他の保有者の株券等保有割合の合計が20
％以上になるような場合に限ります。）であると合理的に判断される行為*10

1 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。本書において別段の定めがない限り同じとします。
2 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において別段の定めがない限り同じとします。
3 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。本書において別段の定めがない限り同じと

します。
4 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。ⅱにおいて同じとします。
5 買付けその他の有償の譲受けをいい、金融商品取引法施行令第６条第３項に規定される有償の譲受けに類するものを

含みます。本書において別段の定めがない限り同じとします。
6 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。本書において別段の定めがない限り同じと

します。
7 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます。）。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣
府令第３条第２項で定める者を除きます。本書において別段の定めがない限り同じとします。

8 金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含
みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において別段の定めがない限り同じとします。

9 「当該特定の保有者と当該他の保有者との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協
調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任
関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株券等の買い上がりの状況、当社株券等に係る議決権行使の状況、デリバテ
ィブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成、当該特定の保有者及び当該他の保有者が当社に
対して直接・間接に及ぼす影響、その他当該特定の保有者と当該他の保有者との間に意思の連絡があることを窺わせる
直接・間接の事実等を基礎に行うものとします。組合その他のファンドに係る判定においては、ファンド・マネージャ
ーの実質的同一性その他の諸事情を勘案します。

10 本ⅲ所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行うものとします。
なお、当社取締役会は、本ⅲの要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、保有者に対して必要な情
報の提供を求めることがあります。
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②本プランの開示及び大量買付者に対する情報提供の要求
当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の

定 め る 諸 規 則 に 基 づ き 適 時 開 示 を 行 う と と も に、 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
（ https://valorholdings.co.jp /）に本プランを掲載いたします。

大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行
に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定
める情報（ただし、大量買付行為の内容及び態様等に応じて合理的な範囲で内容を変更
します。以下、当該情報を「本必要情報」といいます。）を日本語で記載した、本プラ
ンに定める手続を遵守する旨の意向表明を含む買付提案書を提出していただきます。な
お、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明す
る書類を添付していただきます。
当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記④に定める独

立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、当該
大量買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評
価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取
締役会が別途要求する追加の情報を、大量買付者から日本語で提供していただきます
（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の
内容、本必要情報の内容及び性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断し、
当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追加情報提供の要求を行
わないこととします。）。ただし、大量買付者からの情報提供の迅速化と、当社取締役会
が延々と情報提供を求める等の恣意的な運用防止の観点から、当社取締役会が大量買付
者に対して本必要情報の提供を要請し大量買付者が回答を行う期間（以下「情報提供期
間」といいます。）を、当社が大量買付者に対して本必要情報の提供を要求した日の翌
日から起算して60日間に限定し、仮に本必要情報が十分に提出されない場合であって
も、情報提供期間が満了したときは、その時点で情報提供にかかる大量買付者とのやり
取りを打ち切り、当該時点までに提供された情報をもって取締役会評価期間（下記③で
定義されます。）を開始するものとします。もっとも、大量買付者から合理的な理由に
基づく延長要請があった場合のみ、必要に応じて30日間を限度として情報提供期間を
延長することがあります。
ⅰ. 大量買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）
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組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務内容、
財務内容並びに当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関す
る情報を含みます。）

ⅱ. 大量買付者及びそのグループが現に保有する当社の株券等の数、並びに買付提案書
提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況

ⅲ. 大量買付行為の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大
量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等
（金融商品取引法第27条の26第１項、同法施行令第14条の８の２第１項、及び株
券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等
を意味します。）を行うことその他の目的がある場合には、その旨及び概要を含み
ます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。）、方法及
び内容（大量買付行為による取得を予定する当社の株券等の種類及び数、大量買付
行為の対価の額及び種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付
行為の方法の適法性並びに大量買付行為の実行可能性等を含みます。）

ⅳ. 大量買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある
場合はその内容及び当該第三者の概要

ⅴ. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算定
に用いた数値情報並びに大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想さ
れるシナジーの額及びその算定根拠等を含みます。）の概要

ⅵ. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の具
体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。）

ⅶ. 大量買付行為後の当社及び当社グループの経営方針、経営者候補（当社及び当社グ
ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計
画、財務計画、資本政策、配当政策並びに資産活用策（ただし、大量買付者による
買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金（円貨）買収の場合、本号の情報
の提供については概略のみで足りることとします。）

ⅷ.大量買付行為後の当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客その他のステーク
ホルダーの処遇方針（改変の計画の有無及び改変の計画が存する場合はその内容）

ⅸ. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針
ⅹ. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的である

かを問いません。）及び関連性が存在する場合にはその内容
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xi. 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
xii.その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報

なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合は
その事実を、また、買付提案書又は追加情報を受領した場合はその受領の事実を、直ち
に株主の皆様に開示いたします。また、大量買付者から当社取締役会に提供された本必
要情報は、株主の皆様のご判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その全
部又は一部について開示いたします。

③当社取締役会の検討手続
当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される本必要情報につ

き、株主の皆様に買収の是非を適切にご判断いただき、当社取締役会が評価・検討等を
行うために必要な水準を満たすものであると判断した場合（大量買付者による情報提供
が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が提出された結
果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領したと判断
した場合を含みます。）、直ちにその旨並びに下記の取締役会評価期間の始期及び終期を
大量買付者及び独立委員会に通知し、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。当
社取締役会は、当該大量買付者による大量買付行為が対価を現金（円貨）のみとする公
開買付けによる当社の全株券等の買付け等の場合には大量買付者に対する当該通知の発
送日の翌日から60日以内、その他の方法による場合は90日以内（以下「取締役会評価
期間」といいます。）に、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀
行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を
含みます。）の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、下記④
に定める独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、大量買付行為に関する当社取
締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとともに、適時かつ適
切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付
行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に対
し代替案を提示することもあります。
なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の勧告を行うに

至らないこと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動に関
する決議に至らないことにつきやむを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委
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員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間（当初の取締役
会評価期間の満了日の翌日から起算します。）延長することができるものとします。当
社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及び
その具体的期間が必要とされる理由を、直ちに株主の皆様に開示いたします。
大量買付者は、この取締役会評価期間の経過又は下記⑥ⅲに定めるとおり当社取締役

会が株主意思確認総会（下記⑤に定義します。）を開催することを決定した場合には、
当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の決議後
においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただし、下記⑦に
定める不発動決定通知を受領した場合、大量買付者は、同通知を受領した翌営業日か
ら、大量買付行為を行うことが可能となります。

④独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、及び、本プランに

定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し又は向上
させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当
社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するため
に、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。独立委
員会は３名以上５名以下の委員により構成され、公正で中立的な判断を可能とするた
め、委員は、社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に
精通している者及び他社の取締役、監査役、執行役もしくは執行役員として経験のある
社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。本プラン更新時の独立委員会
の委員には、現任の社外取締役の山下陽子氏並びに新任の社外取締役候補者である井坂
好孝氏及び浅野寿美氏の合計３名が就任する予定です。なお、各委員の略歴は、別紙１
「独立委員会の委員の氏名及び略歴」記載のとおりです。

また、独立委員会の判断の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたし
ます。

⑤対抗措置の発動の手続
当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性及び公正

性を担保するために、以下の手続を経ることとします。
まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発
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動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、当社の費
用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・ア
ドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みます。）の助言を得たうえで、
当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会
は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重す
るものとします。
また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、監査等委員である取締役を含

む当社取締役全員の一致により発動の決議をすることとします。当社取締役会は、当該
決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につい
て、直ちに株主の皆様に開示いたします。
なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供する

本必要情報に基づき、必要に応じて、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、
証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含み
ます。）の助言を得ながら、当該大量買付者及び当該大量買付行為の具体的内容並びに
当該大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等
したうえで、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。
さらに、下記⑥ⅲに定めるとおり、下記⑥ⅱの場合で、当社取締役会が大量買付行為

に対する対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を直接確
認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対抗措置を発動す
るか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主の総会（以下「株主意思確認
総会」といいます。）を開催することもできるものとします。

⑥対抗措置の発動の条件
ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続を遵守せずに大量買付行為を行い又は行おうと

する場合
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合には、

大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企
業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧
告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し又は向上さ
せるために必要かつ相当な対抗措置を講じることとします。
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ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続を遵守して大量買付行為を行い又は行おうとす
る場合
大量買付者が本プランに定める手続を遵守して大量買付行為を行い又は行おうとす

る場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、
代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該大量
買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の当社株券等の大量買付行為に
関する提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必
要情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いた
だくことになります。
ただし、大量買付者が本プランに定める手続を遵守して大量買付行為を行い又は行

おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検
討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づ
く大量買付行為が、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく害するものであると
認めた場合には、取締役会評価期間の開始又は終了にかかわらず、当社取締役会は、
独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、当社の企業価値及び株主共同の利益
を確保し又は向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じることがあります。
具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則と
して、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値及び株主共同の利益を著
しく害するものに該当すると考えます。

(ⅰ) 高値買取要求を狙う買収である場合
(ⅱ) 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の

利益実現を狙う買収である場合
(ⅲ) 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値

及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合
(ⅳ） 会社の高額資産を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ

せるか、あるいは一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って株式を高値で
売り抜けることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵
害をもたらすような買収である場合

(ⅴ) 当社の株券等の買付条件（買付代金・対価の種類、大量買付行為の時期・方法、
大量買付行為後の経営方針又は事業計画、大量買付行為後の当社及び当社グル
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ープの従業員、取引先、顧客その他のステークホルダーの処遇方針等を含みま
す。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切な買収である場
合

(ⅵ) 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買
付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付けを行う等、株主に
株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合

(ⅶ) 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企
業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の
企業価値に比べ、著しく劣後する場合

(ⅷ) 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場
合

(ⅸ) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合
a．顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値及び株主共

同の利益を著しく害するおそれがあることが客観的かつ合理的に推認され
る場合

b．当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値及び株主共同
の利益が著しく害されることを回避することができないか又は回避するこ
とができないおそれがある場合

ⅲ. 株主意思確認総会の開催

上記ⅱのとおり、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い
又は行おうとする場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したう
えで、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原則としますが、
大量買付者による大量買付行為の内容、株主意思確認総会の開催に要する時間等諸般
の事情を考慮のうえ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に
対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断すると
きは、当社取締役会は、株主意思確認総会を招集し、出席株主（議決権行使書等によ
り議決権行使を行う株主を含みます。）の皆様（ただし、大量買付行為が強圧性のあ
る市場買集めによる場合等においては、大量買付行為の態様等（買付手法の強圧性、
適法性、株主意思確認の時間的余裕等）を踏まえて、当社取締役会は、独立委員会の
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勧告を最大限尊重したうえで、大量買付者及びその共同保有者、特別関係者等を除く
ことがあります。以下同じです。）の議決権の過半数の賛成をもって、対抗措置の発
動に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。当社取締役会
は、株主意思確認総会の開催を決定した場合、速やかに当該決定を行った事実及びそ
の理由を株主の皆様に対して情報開示するとともに、実務上可能な限り速やかに株主
意思確認総会を招集するものとします。
また、当社取締役会は、株主意思確認総会が開催された場合、対抗措置の発動に関

して、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従うものとします。
なお、大量買付者は、当社取締役会が株主意思確認総会の開催を決定した場合に

は、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役会の
決議がされるまでの間、大量買付行為を開始してはならないものとします。

⑦当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定
当社取締役会は、上記⑥ⅰ又はⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重

したうえで、また、上記⑥ⅱの場合で、かつ、独立委員会に対する諮問に加え、株主の
皆様の意思を確認するために株主意思確認総会が開催された場合には、当該株主意思確
認総会における株主の皆様のご判断に従って、対抗措置の発動又は不発動に関する決定
を行います。
当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決定を行った場合、直ちに当該決定の

概要、上記株主意思確認総会の決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項につ
いて、大量買付者に通知（不発動の決定に係る通知を、以下「不発動決定通知」といい
ます。）し、株主の皆様に開示いたします。大量買付者は、取締役会評価期間経過後又
は上記⑥ⅲに定めるとおり当社取締役会が株主意思確認総会を開催することを決定した
場合には、当該株主意思確認総会における株主の皆様のご判断に従って行う当社取締役
会（原則として当該株主意思確認総会当日に開催するものとします。）の決議後におい
てのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただし、当社取締役会か
ら不発動決定通知を受領した場合には、大量買付者は、同通知を受領した日の翌営業日
から、大量買付行為を行うことが可能となります。

⑧当社取締役会による再検討
当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であっても、

2026年05月25日 11時08分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



31

大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合
等、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に
諮問したうえで再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置
の発動又は中止に関する決定を行うことができます。また、この場合にも、株主の皆様
の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、当該大量買付行為に対し対
抗措置を発動するか否かについて株主の皆様の意思を確認するための株主意思確認総会
を開催することができるものとします。
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役

会が適切と認める事項について、大量買付者に通知し、株主の皆様に開示いたします。

（４）対抗措置の概要

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙２「新株予約権の
要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新株予約権の無
償割当てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）
における、最終の株主名簿に記載又は記録された株主（ただし、当社を除きます。）に対し、
その保有株式１株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てら
れます。
本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）

は１円であり、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者（以下
「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式１株以下で当社取締役会が定める数
（調整がされる場合には、調整後の株数）が交付されます。なお、当社は、本新株予約権の
行使がなされた場合に、当該本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数があ
るときは、適用法令に従い端数の処理を行います。
ただし、大量買付者及びその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとし

ます。
また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項

に基づき、一定の条件の下で大量買付者及びその関係者以外の本新株予約権者から、当社普
通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当社は一定の条件の下で
本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。
更に、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。
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当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切と認め
る事項について、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。

（５）本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から2029年３月期に関する当社定時
株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、①
当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は②当社取締役会に
おいて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとしま
す。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議による

委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を踏まえたうえで、本プランの技術
的な修正又は変更を行う場合があります。
なお、本プランは2026年５月13日現在施行されている法令の規定を前提としております

ので、同日以後、法令の新設又は改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生じた
場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的な考え方に反しない範囲で、適
宜本プランの文言を読み替えることとします。
本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実その他当

社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。
また、2029年３月期に関する当社定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容

につきましては、必要な見直しを行ったうえで、本プランの更新の可否、又は新たな内容の
プランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。

３．株主・投資家の皆様に与える影響

（１）本プランの更新時に株主・投資家の皆様に与える影響

本プランの更新時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主及び投資家の皆
様の法的権利又は経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。
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（２）本新株予約権の無償割当ての実施により株主・投資家の皆様に与える影響

本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個
以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提
とする限り、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値に関して希釈化は生じません。
もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場

合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が
希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記(4)②記載
の手続により、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁じられていない株主の皆
様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当
社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁じ
られていない株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせず
に、当社普通株式を受領することとなり、その保有する株式１株あたりの価値の希釈化は生
じますが、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新

株予約権の無償割当てを中止し又は無償割当てされた本新株予約権を無償で取得する場合に
は、１株あたりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの当社株式の価値
の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の
損害を被る可能性があります。

（３）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株
主・投資家の皆様に与える影響

本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているた
め、当該行使又は取得に際して、大量買付者及びその関係者の法的権利又は経済的利益に希
釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者及びその関係者以外
の株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具
体的な影響を与えることは想定しておりません。もっとも、本新株予約権それ自体の譲渡は
制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使又は本新株予約権の当社による取
得の結果、株主の皆様に当社普通株式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社
普通株式が記録されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約
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権に帰属する部分について、譲渡による投下資本の回収がその限りで制約を受ける可能性が
ある点にご留意ください。

（４）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

①本新株予約権の行使の手続
対抗措置として、当社取締役会において、新株予約権の無償割当てを実施することを

決議した場合には、当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記載又は記録さ
れた株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予
約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座
（特別口座を除きます。）等の必要事項並びに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充
足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書
式によるものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。
本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれらの必要書類を提出した
うえ、本新株予約権１個あたり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株予約
権１個につき１株以下で当社取締役会が定める数（調整がされる場合には、調整後の株
数）の当社普通株式が交付されることになります。
なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果と

して交付される当社普通株式については、特別口座に記録することができませんので、
株主の皆様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等の振替口座を開設していただ
く必要がある点に、ご注意ください。

②当社による本新株予約権の取得の手続
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に

従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項ごとに取締役会の決議を行い、
かつ、本新株予約権者の皆様に対する公告を実施したうえで、本新株予約権を取得しま
す。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付することと
した場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様に
は、別途、ご自身が大量買付者又はその関係者でないこと等についての表明保証条項、
補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあ
ります。
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上記のほか、割当方法、行使の方法及び当社による本新株予約権の取得の方法の詳細
等につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が当社取締役会において決議され
た後、株主の皆様に開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

Ⅳ. 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではな
く、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

当社取締役会は、本プランが、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うもので
あり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とす
るものでもないと考えております。

１．買収への対応方針に関する指針の要件等を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共
同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価
値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当
性確保の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所及び株式会社名
古屋証券取引所の定める買収への対応方針の導入に係る諸規則の趣旨に合致したもので
す。なお、本プランは、2008年６月30日に公表された、経済産業省に設置された企業価
値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び経済産業省
が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針−企業価値の向上と株主利益
の確保に向けて−」の内容も勘案しております。

２．企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上を目的として更新されていること

本プランは、上記Ⅲ記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、
当該大量買付行為に関する提案に応じるべきか否かを株主の皆様にご判断いただき、また
当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可
能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値及び株主共同の
利益を確保又は向上することを目的として更新されるものです。
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３．株主意思を重視するものであること

本プランは、更新にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、
本定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただくことを条件として更新されま
す。上記Ⅲ 2.(2)記載のとおり、本定時株主総会において、本プランを承認する議案をお
諮りし、かかる議案が承認されない場合、本プランは更新されません。更に、本プランの
有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行わ
れた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プランの更
新だけでなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動又は不発動の判断を株主の皆様が

取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設
定し、株主の皆様に示すものです。加えて、上記Ⅲ 2.(3)⑥ⅲ記載のとおり、当社取締役
会は、本プランに従った対抗措置の発動に関する決議に際して、独立委員会に対する諮問
に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断するときは、株主意思
確認総会を開催し、株主の皆様の意思を確認することができるものとしております。した
がって、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映されたもの
となります。

４．独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、上記Ⅲ 2.(3)④記載のとおり、本プランの更新にあたり、当社取締役会の判断
の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を
設置しています。
当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社

取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、同委員
会の判断の概要については、適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行うこととされてお
り、当社の企業価値及び株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが
確保されております。
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５．合理的な客観的要件の設定

本プランは、上記Ⅲ 2.(3)記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が
充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動
を防止するための仕組みを確保しております。

６．独立した地位にある第三者専門家の助言の取得

本プランは、上記Ⅲ 2.(3)③及びⅢ 2.(3)⑤記載のとおり、大量買付者が出現した場合、
取締役会及び独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀
行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含
みます。）の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会及び独
立委員会による判断の公正性及び合理性がより強く担保される仕組みが確保されていま
す。

７．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅲ 2.(5)記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成さ
れる取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員の過
半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではあ
りません。
また、当社においては取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の任期は１年、

監査等委員である取締役の任期は２年ですが、期差任期制度を採用していないため、本プ
ランは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動を阻止するの
に時間がかかる、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。

2026年05月25日 11時08分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



38

別紙１

独立委員会の委員の氏名及び略歴

山下 陽子（やました ようこ） 1978年(昭和53年)生
2005年(平成17年)10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）、河内法律事務所入所
2010年(平成22年)４月 小浜ひまわり基金法律事務所 弁護士
2012年(平成24年)６月 今池法律事務所パートナー弁護士（現任）
2023年(令和５年) ６月 当社社外取締役（現任）

井坂 好孝（いさか よしたか） 1963年(昭和38年)生
2013年(平成25年)７月 津島税務署副署長
2016年(平成28年)７月 国税庁長官官房 名古屋派遣国税庁監察官
2021年(令和３年)７月 名古屋国税局 総務部会計課長
2022年(令和４年)７月 名古屋国税局 総務部次長
2023年(令和５年)７月 名古屋中税務署長
2024年(令和６年)９月 井坂好孝税理士事務所 所長(現任)

浅野 寿美（あさの としみ） 1971年(昭和46年)生
1993年(平成５年)10月 太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人) 入所
2017年(平成29年)７月 学校法人東海学園 監事（現任）
2017年(平成29年)７月 日本公認会計士協会東海会 入社
2018年(平成30年)５月 日本公認会計士協会東海会 事務局長(現任)
2024年(令和６年)４月 学校法人愛知享栄学園 監事（現任）

山下 陽子氏は、会社法第２条第15号に規定される当社社外取締役であり、株式会社東京証券取
引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。井坂 好孝氏及び浅野 寿美氏
は本定時株主総会に付議いたします監査等委員である取締役選任議案における、会社法施行規則
第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であり、かつ独立役員候補者として届け出ており
ます。なお、山下 陽子氏、井坂 好孝氏及び浅野 寿美氏と当社との間に、特別の利害関係はあ
りません。
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別紙２

新株予約権の要項

１．新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件
本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償割

当て決議」という。）で定める一定の日（以下「割当期日」という。）における最終の株主名簿
に記載又は記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有株式１株につき１個以
上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割り当てる。

２．発行する新株予約権の総数
新株予約権の割当総数は、割当期日の最終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有す

る当社普通株式の数を控除する。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個の目的である株式

の数（以下「対象株式数」という。）は１株以下で当社取締役会が定める数とする。ただし、
第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の総数は調整
後対象株式数に応じて調整される。

５．新株予約権の目的である株式の数の調整
① 当社が、割当期日後、当社株式の分割若しくは併合又は合併若しくは会社分割等を行う

場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。
② 対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨及びその事由、調整前の対

象株式数、調整後の対象株式数及びその適用の日その他必要な事項を各新株予約権者に
書面により通知又は定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前日までに
上記の通知又は公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
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６．新株予約権の払込金額
無償とする。

７．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価額」

という。）は１円とする。

８．新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期間開始日」という。）

とし、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただし、第10項に基づき当
社が新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知又は公告した日から当該取得日ま
での期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の最終日が銀行営業日でない場合
にはその翌銀行営業日を最終日とする。

９．新株予約権の行使条件
① 本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するものと

する。
a. 「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償の譲受け又はこれら

に類似する行為の結果、
Ⅰ 当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計
Ⅱ 当社の株券等の買付けその他の有償の譲受け又はこれらに類似する行為を行う

者が所有し又は所有することとなる当社の株券等及びその者の特別関係者が所
有する当社の株券等に係る株券等所有割合の合計

のいずれかが、20％以上となる者をいう。
b. a.Ⅰにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券

等をいう。以下別段の定めがない限り同じ。a.Ⅱにおいて「株券等」とは、金融商
品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。

c. 「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同
条第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。

d. 「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいう。
e. 「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保
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有割合をいう。
f. 「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいう。
g. 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をい

う。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公
開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。

h. 「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有
割合をいう。

② 以下に定める者は新株予約権を行使することができない。
特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同
保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、若しくはその
特別関係者又はこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配され若しくは
これらの者が共同して支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者と当社取締
役会が判断した者（ただし、その者が当社の株券等を取得又は保有することが当社の企
業価値及び株主共同の利益を害しないと当社取締役会が認めた者は、これに該当しない
こととする。）

③ 上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合であっ
ても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を負わな
いものとする。

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

10．当社による新株予約権の取得
① 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わる

日を定めたときは当該日）の翌日以降行使期間開始日の前日までの間いつでも、新株予
約権を取得することが適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会が
定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができる。

② 当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定める
日において、新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第９項に従
い新株予約権を行使することができる者の新株予約権を取得することができる。

③ 第９項②の規定により新株予約権を行使することができない者が有する新株予約権につ
いて、一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の
取得条項を本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定することがある。
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11．新株予約権の行使又は当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株主の
株主総会における議決権行使
当社が定める基準日後に、新株予約権の行使又は当社による新株予約権の取得によって、新

たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるものとす
る。

12．新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

13．合併、会社分割、株式交換又は株式移転の場合における新株予約権の交付及びその条件
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。

14．新株予約権証券の不発行
新株予約権証券は、発行しない。

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金は、行使価額

の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。

16．新株予約権の行使請求及び払込みの方法
新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容及

び数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）
等の必要事項並びに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条
項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとする。）に必要事項を記載
してこれに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める新株予約権の行使に要する書類並びに
会社法、金融商品取引法及びその関連法規（日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める
規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添付書類」という。）を
第８項に定める期間中に払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額
全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。
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17．新株予約権行使の効力発生時期等
新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到達し、

かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所に入金された時に生
じるものとする。

18．法令の改正等
新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正又は廃止により、本要項の条項に修正を加え

る必要が生じた場合においては、当該制定、改正又は廃止の趣旨及び文言を勘案の上、本要項
の条項を合理的に読み替えるものとする。

以 上
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（ご参考①）
大株主の状況

2026年３月31日現在の当社の大株主の状況は次のとおりです。

順位 氏名又は名称 所有株式数(株)
発行済株式（自己株式
を除く。）の総数に対す
る所有株式の割合(％)

１ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,020,600 9.49
２ 公益財団法人伊藤青少年育成奨学会 2,910,000 5.50
３ 株式会社子雲社 2,730,272 5.16
４ 農林中央金庫 2,542,800 4.80
５ 株式会社十六銀行 2,536,240 4.79
６ 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,987,734 3.75

７ ステート ストリート バンク アンド トラス
ト カンパニー 1,464,144 2.76

８ 田代 正美 1,350,846 2.55
９ 株式会社リテールパートナーズ 1,260,000 2.38
９ 株式会社アークス 1,260,000 2.38
（注）１ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示

しております。
２ 上記のほか、当社が自己株式1,089,649株を保有しております。

2026年05月25日 11時08分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



当社株式の大量買付行為について、
当社が公表した買収への対応方針に定められた手続の遵守を要請

（手続が遵守された場合）

大量買付者による買付提案書の提出

記載内容が
十分

記載内容が不十分

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重）

株主意思確認総会による決議

対抗措置発動せず 対抗措置発動
（新株予約権の無償割当て等）

対抗措置発動不承認 対抗措置発動承認

諮問

勧告

本プランに定める手続を遵守し
ない大量買付行為であると認め
られる場合当社取締役会による追加情報提供の要求

・当社取締役会による必要情報受領の確認
・大量買付者及び独立委員会に検討開始を通知

大量買付者による
手続不遵守を確認

独立委員会の検討手続
・外部専門家等からの助言の取得
・取締役会に対して対抗措置の
発動の是非について勧告

当社取締役会の検討手続
（当社の企業価値及び株主共同の
利益を著しく害するか）
・情報収集、代替案の検討
・大量買付者との協議・交渉
・外部専門家等からの助言の取得

取締役会評価期間
60日又は90日以内（30日延長可）

情報提供の
要求から
60日
（30日延長可）

（手続が遵守されない場合）

当社株式の大量買付行為開始時のフローチャート

独立委員会が発動を勧告

株主の皆様の意思を直接確
認することが実務上適切

当社の企業価値及び株主共
同の利益を著しく害する

当社の企業価値及び株主共同の
利益を著しく害する場合でない

45

（ご参考②）

（注）本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては
本文をご参照ください。

以 上
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【ご参考】
取締役候補者の多様性とスキルマトリックス

氏 名 当社における地位
多様性 期待するスキル

性別 年齢 企業経営
経営戦略

業界
知見

サステナ
ビリティ

ＩＴ
テクノロジー

財務
会計 法務 ガバナンス

リスク管理

田代 正美 代表取締役会長兼CEO 男性 79 〇 〇 〇 〇 〇

小池 孝幸 取締役社長 男性 53 〇 〇 〇 〇 〇

森 克幸 専務取締役 男性 65 〇 〇 〇 〇

篠花 明 常務取締役 男性 53 〇 〇 〇 〇 〇

和賀登 盛作 取締役 男性 67 〇 〇 〇 〇

纐纈 直孝 取締役 男性 62 〇 〇 〇

山田 武彦 取締役 男性 53 〇 〇 〇

高橋 俊行 取締役（独立社外） 男性 75 〇 〇 〇 〇

小島 泰道 取締役（独立社外） 男性 74 〇 〇

監査等委員である取締役候補者の多様性とスキルマトリックス

氏 名 当社における地位
多様性 期待するスキル

性別 年齢 企業経営
経営戦略

業界
知見

サステナ
ビリティ

ＩＴ
テクノロジー

財務
会計 法務 ガバナンス

リスク管理

椛島 鉄太郎 取締役常勤監査等委員 男性 54 〇 〇

山下 陽子 取締役監査等委員
（独立社外） 女性 47 〇 〇 〇

井坂 好孝 取締役監査等委員
（独立社外） 男性 63 〇 〇

浅野 寿美 取締役監査等委員
（独立社外） 女性 55 〇 〇

（注）1. 上記一覧表は、取締役の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役の記載は、株主総会後の体

制であります。
3. 業界知見に関する「業界」は、小売業、卸売業、食品製造業、スポーツクラブ事業、運輸業と

定義しております。
以上
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事業報告（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の経営成績は、中核会社である株式会社バローの既存店売上高が前年同期
比105.2％、客数も101.9％と好調に推移するなど、スーパーマーケット（ＳＭ）事業がグ
ループ全体の収益を牽引した結果、営業収益は31期連続して増収となり、営業利益、経常利
益及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも過去最高を更新しました。さらに、中期
経営計画の最終年度となる2027年3月期の定量目標（営業収益9,100億円、営業利益272億
円、経常利益300億円、親会社株主に帰属する当期純利益140億円）も１年前倒しで達成し
ました。
ＳＭ事業では、来店動機となる魅力ある商品・カテゴリーを持つ「デスティネーション・

ストア」を目指す戦略のもと、圧倒的な商品の専門性と品質で選ばれる店づくりを推進しま
した。「食べて美味しい価値ある食材をバローから食卓へ」をスローガンに強化してきた生
鮮および製造小売（ＰＢ（プライベート・ブランド）、惣菜、ベーカリー）が大きく集客の
武器となり、好調な売上及び利益に繋がりました。また、昨年春からの精米不足に対して
も、流通段階での改善に注力した結果、供給体制の維持ができました。特に関西エリアでは
株式会社バローや株式会社ヤマタなどによるドミナントの深耕を図った結果、滋賀県を含む
ＳＭグループ計で52店舗、売上高は750億円へ拡大しました。
また、インフラ面でも各物流センターの機能整備を進め、ベーカリー生地工場やフルーツ

デザート工場等の設備投資を実施した結果、出店エリアと規模の拡大に対して品質向上とコ
スト抑制が両立できました。製造工場の投資では閉店店舗からの転換や、他社工場のＭ＆Ａ
など、居抜き型の施設活用を積極的に進め、工場稼働の早期化を実現しました。
一方で、中部フーズ株式会社は、株式会社バローの売場から派生した惣菜・弁当の「デリ

カキッチン」やカレーパンの「ガラムとマサラ」といった専門店の多店舗展開を百貨店やシ
ョッピングモールなどで進めており、商品開発や売場提案のノウハウを蓄積しています。そ
うした取組がさらに株式会社バローの売場へ還元される好循環となっています。
こうした個店強化の取り組みに対して、関東エリア初出店の「ＳＭバロー横浜下永谷店

（神奈川県横浜市港南区）」が業界団体主催の「ストア・オブ・ザ・イヤー2026」の店舗部
門で第１位を獲得するなど、複数の受賞も含め高い評価を得ています。
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ドラッグストア事業では、調剤取扱店舗の拡大と地域医療インフラの機能強化に取り組ん
だ一方で、物販においては核カテゴリーを絞り込み、構造改革と改装を進めた結果、下期か
ら収益が改善しました。
ホームセンター（ＨＣ）事業では、収益基盤の強化に向けた「ＭＤ（マーチャンダイジン

グ）改革」としてＰＢ売上構成比の引き上げと地域一番商品の育成を重点課題に位置付け、
売上総利益率の改善を進めました。
その他事業では、主にクレジットカード事業において、ＳＭ事業を中心とした高い集客力

を会員獲得活動に活かした結果、当期末現在の自社電子マネー「Lu Vit（ルビット）カー
ド」会員は553万会員、アプリ登録会員は159万会員、「Lu Vitクレジットカード」のカード
申込受付件数は37万口座となりました。また、ショッピング利用単価の上昇に加え、会員獲
得コストの低減などを進めた結果、計画を上回る事業開始３年目で黒字化を達成しました。

なお、当連結会計年度の経営成績は次のとおりであります。
前連結会計年度

（自2024年４月１日
至2025年３月31日）

当連結会計年度
（自2025年４月１日
至2026年３月31日）

営業収益 854,435百万円 924,114百万円
営業利益 23,173百万円 27,580百万円
経常利益 26,161百万円 30,019百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 13,655百万円 16,476百万円
（注）当連結会計年度において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については暫

定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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連結業績の分析
①営業収益
株式会社バローの全店売上高が前年同期比10.2％増加したほか、当期に完全子会社化し

た株式会社ドミーの営業収益も一部加わるなど、ＳＭ事業がグループ売上高の伸長を牽引し
た結果、営業収益は31期連続増収の9,241億14百万円（前年同期比8.2％増）となりまし
た。

②営業利益
販売費及び一般管理費が2,461億98百万円と前年同期比9.1％増加したものの、売上総利

益率が同0.6ポイント上昇したことにより、営業総利益が同10.1％増の2,737億79百万円と
なりました。その結果、営業利益は過去最高の275億80百万円（同19.0％増）、営業収益営
業利益率は前年同期比で0.3ポイント改善し、3.0％となりました。

③経常利益
金利の上昇や有利子負債の増加などによって営業外費用が24億32百万円（前年同期比

28.4％増）となったものの、経常利益は過去最高の300億19百万円（同14.7％増）、営業
収益経常利益率は前年同期比で0.1ポイント改善し、3.2％となりました。

④親会社株主に帰属する当期純利益
特別利益は前年同期比21.9％増加した一方で、特別損失は同1.7％増に抑制した結果、税

金等調整前当期純利益は262億99百万円（同17.3％増）となりました。また、法人税等の
合計は83億46百万円（同10.2％増）、非支配株主に帰属する当期純利益は14億76百万円
（同24.7％増）を計上したものの、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高の164億76
百万円（同20.7％増）となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

スーパーマーケット(ＳＭ)事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＳＭ事業の営業収益は5,407億61百万円（前年同期比11.9％増）、営業利益は221億23
百万円（同13.6％増）となりました。なお、当連結会計年度より、2025年11月19日付で
完全子会社化した株式会社ドミー及びその子会社の業績の一部が加わっております。
同事業におきましては、株式会社バローが2025年４月に「ＳＭバロー稲沢平和店」（愛知

県稲沢市）、７月に「ＳＭバロー香里園店」（大阪府寝屋川市）、９月に「ＳＭバロー尼崎潮
江店」（兵庫県尼崎市）、10月に「ＳＭバロー東岸和田店」（大阪府岸和田市）、さらに11月
には同社初の関東出店となる「ＳＭバロー横浜下永谷店」など、８店舗を新設し、４店舗を
閉鎖しました。また、株式会社公正屋は2026年１月にＳＭグループとして東京都内初とな
る「公正屋あきる野引田店」（東京都あきる野市）を新設しました。
これらの結果、当期末のＳＭ店舗数は新設12店舗、閉鎖５店舗、新たに子会社化した株

式会社ドミーの32店舗を加えてグループ合計364店舗となりました。
株式会社バローでは、グループの調達、製造、加工を活かした差別化戦略を進めました。

鮮魚部門では、「頭から尻尾まで見せて販売する魚屋を目指す」方針のもと、丸魚や魚惣菜、
寿司等の販売に注力した一方、青果部門では、2025年11月に開設した「バローデザートセ
ンター」により「八百屋の生フルーツデザート」の供給体制を強化し、導入店舗は当期末時
点で90店舗へと展開し、同カテゴリーの売上伸長とオペレーション軽減による利益の底上
げに対応できています。
さらに、ベーカリー部門では、2025年９月に中部フーズ株式会社の北欧倶楽部恵那工場

が稼働を開始し、グループのベーカリー事業の成長拡大に向けて供給面を支えたほか、専門
店ではカレーパンの「ガラムとマサラ」を関西エリア中心に９店舗新設するなど、カテゴリ
ーの深掘りを進めました。
こうした成長投資を継続する一方で、株式会社タチヤや株式会社八百鮮の新設店が早期黒

字化を実現するなど、投資効率の向上も進んでおります。
これらの結果、人件費や施設費を中心に販売費及び一般管理費は増加したものの、営業総

利益の増加で吸収し、増収増益となりました。

ドラッグストア事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラッグストア事業の営業収益は1,844億59百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は
37億84百万円（同5.8％減）となりました。
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同事業におきましては、地域医療インフラとしての機能強化に向けた調剤薬局の併設推進
により、調剤取扱店舗比率が40.0％（前期は37.9％）に達し、処方箋枚数の増加が寄与し
た結果、調剤部門の既存店売上高は前年同期比9.1％増加しました。物販部門においても、
ヘルスケア・ビューティーなどが堅調に推移したほか、新設店の売上高も寄与し、同事業全
体では増収となりました。
しかしながら、収益面では新規採用に伴う人件費や出店費用が先行し、減益となりまし

た。そのため、2025年９月より組織について、本部のスリム化と、現場マネジメント層の
充足を行い、ＭＤ改革や在庫マネジメント、食品ロス削減といった構造改革を進めていま
す。下期は営業利益が前年同期比6.9％増と増益に転じるなど、回復傾向にあります。
また、個店強化を目的として、立地特性に応じた店舗フォーマットを設定し、これに基づ

く既存店の改装やカテゴリーの絞り込みを推進しました。さらに、介護事業へ本格参入し、
「バロー介護支援センター茜部南店」（岐阜県岐阜市）や「バロー介護支援センター岡崎医療
センター前店」（愛知県岡崎市）をＶ・drug店舗内に開設したほか、デイサービス事業所
「バローデイサービス多治見笠原」（岐阜県多治見市）を新設するなど、薬局・ドラッグスト
アとの連携により在宅医療・介護を一体的に支援する体制の構築を進めております。
また公立東濃中部医療センターでは、病院施設内に売店及び食堂を開設するなど、グルー

プ資源を総合的に活用した取組みを進めています。
なお、当期末の店舗数は、新設38店舗、閉鎖５店舗及び子会社化による３店舗増により、

合計571店舗（うち調剤取扱店舗228店舗）となりました。

ホームセンター(ＨＣ)事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＨＣ事業の営業収益は1,240億73百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は47億71百万
円（同33.９％増）となりました。当連結会計年度に含まれるアレンザホールディングス株
式会社及びその子会社の当該事業の業績は、2025年３月１日から2026年２月28日を対象
としております。
同事業におきましては、株式会社ダイユーエイト、株式会社ホームセンターバロー及び株

式会社タイムの３社合計の既存店ベースで、客単価は前年同期比2.8％増加したものの、継
続的な節約志向や前年の防災関連特需の反動により客数が同5.２％減少した結果、既存店売
上高は同2.5％減となりました。
商品別では、精米価格の高騰を背景に米の売上が伸長したほか、ダイユーエイトにおける

「50周年大創業祭」の開催やＥＣ部門での即日発送対応の拡大が寄与しました。タイムでは
散水用品や自社生産植物「Time's Farm」が好調に推移し、ホームセンターバローでは契
約農家と連携した種苗や、猛暑に伴う空調服等の暑さ対策商品が売上を下支えしました。ま
た、中長期的な成長の柱として「介護」カテゴリー等の育成・売場改装を推進いたしまし
た。
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収益面におきましては、アレンザホールディングス主導によるグループ統一商談の継続や
仕入条件の見直し、ならびにＰＢ商品の売上比率引き上げに取り組んだ結果、売上総利益率
が同２ポイント増の32.8％へ改善いたしました。加えて、週次単位での徹底した在庫マネ
ジメントによるロス低減、紙媒体広告からデジタル販促へのシフト、ならびに作業計画に基
づいた人員配置の最適化による人時生産性の向上に努めた結果、販売費及び一般管理費の増
加を抑制し、大幅な増益となりました。
なお、当期末の店舗数は、新設２店舗、閉鎖４店舗により、グループ合計で163店舗とな

りました。

ペットショップ事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ペットショップ事業の営業収益は355億４百万円（前年同期比16.4％増）、営業利益は5
億9百万円（同51.0％減）となりました。当連結会計年度に含まれるアレンザホールディン
グス株式会社及びその子会社の当該事業の業績は、2025年３月１日から2026年２月28日
を対象としております。
同事業におきましては、株式会社アミーゴの既存店客数が前年同期比2.0％減、客単価は

同0.6％減となり、既存店売上高は同2.6％減少したものの、2024年12月に子会社化した
株式会社犬の家の業績が通期で寄与したことに加え、生体価格の下落傾向が続く中、積極的
な販売による頭数の増加や生体販売時の付帯サービス強化などに取り組んだ結果、増収とな
りました。
商品別では、犬・猫フード部門においてプレミアムフードやおやつの売上が堅調に推移し

たものの、特別療法食の取扱高減少が響き、部門全体では減収となりました。また、サービ
ス部門では、メニューを拡充したトリミングやドッグトレーニングに加え、プレミアムスパ
コース等の付加価値サービスが引き続き好調に推移いたしました。社内でもトリミングコン
テストなどを開催し、人材育成を継続して強化しております。
収益面では、2024年９月のペットショップ事業３社の統合に伴う商品調達の共通化や原

価低減等のシナジー効果が発現し、売上総利益率は改善しました。しかしながら、新規出店
に伴う初期費用の発生やキャッシュレス決済手数料の増加に加え、深刻化する人手不足への
対応で人件費が上昇した結果、減益となりました。
なお、当期末の店舗数は、株式会社アミーゴが10店舗を新設し、２店舗を閉鎖して133

店舗となり、株式会社犬の家が７店舗を新設、１店舗を閉鎖したため64店舗となった結果、
グループ合計197店舗となりました。
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スポーツクラブ事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スポーツクラブ事業の営業収益は112億51百万円（前年同期比7.4％増）、営業利益は１
億74百万円（前年同期４億62百万円の営業損失）となりました。
同事業におきましては、前年度に実施した会費改定の効果に加え、既存施設を活かしたス

クール部門の強化が収益改善を後押ししました。主力のスイミングスクールでは、ＡＩ技術
を活用したスマートスイミングレッスンの導入店舗拡大により指導品質の向上を進めるとと
もに、短期教室の開催や土日の開講枠拡充等を通じて地域の子供向けスクール需要を着実に
取り込みました。その結果、水泳教室参加者数は前年度の約4,500名から約6,500名へ増加
し、今後10,000名を目標として取組んでまいります。
また、小学校のプール老朽化や教職員の負担軽減といったニーズに対し、水泳授業の受託

実績は８自治体・11校（前年度は７校）まで拡大し、公共運動施設の指定管理業務を新た
に受託するなど、自治体との連携強化が安定的な収益源の確保と新規会員の獲得導線となっ
ております。
さらに、不採算店舗の閉店による固定費の圧縮を進めるとともに、完全子会社化した株式

会社アーデル・フィットネス・リゾート及び株式会社ウィングとの現場交流を通じ、スイミ
ングスクールの運営ノウハウを既存店へ水平展開したことも収益改善に繋がり、結果、６期
ぶりに営業黒字を確保しました。
なお、当期末の店舗数は、アクトスＷill_Ｇの17店舗閉鎖及び子会社化した株式会社ウィ

ングの１店舗を加え、グループ合計156店舗（うちフランチャイズ33店舗）となりました。

流通関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

流通関連事業の営業収益は224億75百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益は46億57百
万円（同11.0％増）となりました。
同事業におきましては、物流機能を担う中部興産株式会社が、ＳＭ事業の新設店舗や好調

な既存店売上を背景に、物流センターにおける集荷・仕分けにかかる収益が引き続き拡大し
た一方で、枚方物流センターおよび名古屋みなとドライ物流センターの稼働に伴い賃借料や
減価償却費が増加したものの、配送ルートの再設計や作業段取りの見直しによる人件費及び
販売費等のコスト抑制に努めました。
また、外販拡大の一環として、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社及び株式会社

スギ薬局との間で、各務原フロントセンターを拠点とした共同配送スキームを構築するな
ど、メーカー・卸・同業他社との東海地方における物流網の高度化・効率化を進めました。
一方、資材・消耗品等の販売を行う中部流通株式会社では、調達機能や外販機能の強化を

通じて消耗品の供給拡大などにより利益率が改善しました。アレンザホールディングスを含
めたグループ横断的な調達連携や、高利益率商品の販売強化も進み、収益性が向上しており
ます。結果、事業全体で増収増益となりました。
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その他の事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他の事業の営業収益は55億89百万円（前年同期比35.5％増）、営業利益は１億82百
万円（前年同期７億95百万円の営業損失）となりました。同事業には、不動産賃貸業、ク
レジットカード事業、衣料品等の販売業などが含まれております。
クレジットカード事業におきましては、これまで蓄積した運営ノウハウを活かし、会員獲

得効率の向上と利用単価の引き上げに注力したほか、既存会員向けの外部提携キャンペー
ンの実施やショッピング利用の拡大に伴い加盟店手数料収入が増加した一方、会員獲得コ
ストの管理徹底や入会インセンティブの最適化など販売費の抑制に努めました。また、関
東エリア初の「ＳＭバロー横浜下永谷店」の新設に合わせ、ＷＥＢと店頭を連動させた事
前募集を新たに実施するなど、新規エリアや改装店舗を中心とした積極的な会員募集活動
により、当期末現在の「Lu Vitクレジットカード」のカード申込受付件数は37万口座に達
しました。これらの結果、計画を上回る事業開始３年目で営業黒字を達成しました。

2. 資金調達等についての状況
(1) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資額は453億68百万円であります。
その主なものは、スーパーマーケットの新設12店舗で96億83百万円、改装16店舗で

39億51百万円、ドラッグストアの新設38店舗で49億９百万円、ホームセンターの新設2
店舗で14億54百万円、ペットショップの新設17店舗で26億60百万円及び先行投資の46
億17百万円であります。

(2) 資金調達の状況
上記設備投資は主に自己資金でまかなっております。
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3. 対処すべき課題
当社グループは、中期経営計画２年目の当期に営業収益、営業利益など最終年度の定量目

標を一年前倒しで達成したことから、2027年３月期は営業収益１兆円、さらにその先の１
兆５千億円、ＳＭグループ単独で１兆円に向けての土台作りと捉えております。
当社グループの事業領域である流通業界は、今後さらに寡占化が進み、小売事業側が流通

全体で担う役割はより大きくなると想定しております。そのため、当社グループも今後の競
争激化を見据え、事業規模拡大による「量」への取組みと同時に、収益力を一層高めるため
の「質」である内部構造改革に取り組んでまいります。
事業規模の拡大については、関西エリアでのドミナント形成をより強固にするために、中

核事業のＳＭやドラッグストアなどの出店、プロセスセンターや関西事務所の新設など事業
基盤の確立を図ります。関東エリアではＳＭバロー２号店、３号店と出店準備を着実に進
め、知名度向上と同エリアでの売上シェアを高めていきます。
一方で、事業規模の拡大に伴うバックオフィス業務の増大に対して更なる効率化を推進し、

事業会社がより営業へ専念できる環境を整備するため、業務の集中化・経費削減対策・シス
テム共有化・グループ融通による資金の効率化などを当社が主体となって取り組んでまいり
ます。また、物流・インフラ面も同様に様々なコストが上昇する中、物流機能・施設・工場
等グループ共有資源の稼働率向上を目的に、施設のグループ横断的な活用を推進しかつ、自
社設備と外部委託を上手く組合せることでビジネスモデルのレジリエンス（伸縮性）も高め
ていきます。
さらに、成長の要としている人材育成についても、トップ主催の経営塾をはじめ、対象を

グループ全体に拡大し、中核を担うリーダー育成の他、生鮮・ベーカリーの「マイスター」
制度による専門性の高いプロフェッショナルの育成など、事業拡大に必要不可欠な人材育成
を引き続き強化してまいります。
2026年２月、グループ内の経営資源の活用に加え、事業領域や強みを補完し合えるパー

トナーとの連携を通じて、商品調達、物流、店舗運営、人材等の各分野における事業基盤を
強化していくことが重要であるとの考えから、コーナン商事株式会社と資本業務提携に関す
る基本合意書を締結しました。今後はＨＣ業界内の高いシェアを背景に、ＰＢなどの商品調
達の共有、物流連携、ペット、プロショップ、介護などの強化に向けて、幅広く取組んでい
くとともに、ＳＭ事業を中心とした成長路線を一段と加速させるため、出店等の物件の連携
や新規エリアにおける集客の相互補完などの施策について検討していく計画です。
2027年３月期の新店投資につきましては、スーパーマーケット９店舗、惣菜専門店８店

舗、ドラッグストア28店舗、ホームセンター（専門業態含む）７店舗、ペットショップ11
店舗、スポーツクラブ２店舗の計65店舗の新設を計画しております。
また、新日本スーパーマーケット同盟の取組みでは、特に商品・消耗品の分野で共同調達

による利益改善が継続して進んでおり、今後も生産性を含めた業務改善、人手不足対策など
経営に関する全般的課題において、定期的な情報共有の場を計画していきます。
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4. 財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分 第 66 期 第 67 期 第 68 期 第 69 期
（当連結会計年度）

営 業 収 益（百万円） 759,977 807,795 854,435 924,114
経 常 利 益（百万円） 23,049 25,604 26,161 30,019
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 7,603 11,945 13,655 16,476
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益（円） 141.61 223.02 257.67 312.81
総 資 産 額（百万円） 417,107 444,807 460,843 514,858
純 資 産 額（百万円） 167,520 179,328 188,320 203,311
（注）1. 営業収益は、売上高と営業収入の合計であります。

2. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
3. 当連結会計年度において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に

係る数値については暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

5. 重要な親会社及び重要な子会社の状況
(1) 親会社との状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況
会 社 名 資本金 当社の

議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 バ ロ ー 100百万円 100.00％ ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業
株 式 会 社 タ チ ヤ 30 100.00 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業
株 式 会 社 食 鮮 館 タ イ ヨ ー 90 100.00 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業
中 部 フ ー ズ 株 式 会 社 95 100.00 食 品 加 工 業
中 部 薬 品 株 式 会 社 1,441 100.00 ド ラ ッ グ ス ト ア 事 業
株 式 会 社 ダ イ ユ ー エ イ ト 100 100.00 ホ ー ム セ ン タ ー 事 業
株 式 会 社 タ イ ム 100 100.00 ホ ー ム セ ン タ ー 事 業
株式会社ホームセンターバロー 100 100.00 ホ ー ム セ ン タ ー 事 業
株 式 会 社 ア ミ ー ゴ 100 100.00 ペ ッ ト シ ョ ッ プ 事 業
株 式 会 社 ア ク ト ス 80 100.00 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 事 業
中 部 流 通 株 式 会 社 52 100.00 食品、雑貨及び資材の卸売業
中 部 興 産 株 式 会 社 300 100.00 物 流 事 業
アレンザホールディングス株式会社 2,011 50.76 ホームセンター事業、ペット事業等を行う子会社の経営管理
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6. 主要な事業内容
当社グループは、スーパーマーケット事業、ドラッグストア事業、ホームセンター事業、

ペットショップ事業、スポーツクラブ事業、流通関連事業及びその他の事業を営んでおりま
す。

セ グ メ ン ト 事 業 の 内 容
ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 スーパーマーケットの営業、食品加工業、卸売業
ド ラ ッ グ ス ト ア 事 業 ドラッグストアの営業、卸売業
ホ ー ム セ ン タ ー 事 業 ホームセンターの営業、卸売業
ペ ッ ト シ ョ ッ プ 事 業 ペットショップの営業
ス ポ ー ツ ク ラ ブ 事 業 スポーツクラブの営業
流 通 関 連 事 業 清掃業、設備メンテナンス業、物流事業、食品及び包装資材の卸売業

そ の 他 の 事 業 不動産賃貸業、クレジットカード事業、衣料品等の販売業、保険代理
業等

7. 主要な営業所
（当 社）

本 店 岐阜県恵那市大井町180番地の１
本 部 岐阜県多治見市大針町661番地の１
名古屋本部 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目16番21号
可児事務所 岐阜県可児市広見北反田1957番地の２

（㈱バロー）
本 部 岐阜県多治見市大針町661番地の１
物流センター 可児チルド物流センター（岐阜県可児市）

可児ドライ物流センター（岐阜県可児市）
大垣物流センター（岐阜県大垣市）
北陸物流センター（富山県南砺市）
北陸第２物流センター（富山県南砺市）
静岡総合物流センター（静岡県島田市）
一宮物流センター（愛知県一宮市）
豊田物流センター（愛知県豊田市）
福井チルド物流センター（福井県福井市）
福井ドライ物流センター（福井県福井市）
枚方物流センター（大阪府枚方市）
名古屋みなとドライ物流センター（愛知県名古屋市）
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プロセスセンター 可児プロセスセンター（岐阜県可児市）
可児青果センター（岐阜県可児市）
大垣プロセスセンター（岐阜県大垣市）
北陸プロセスセンター（富山県南砺市）
北陸青果センター（富山県南砺市）
静岡プロセスセンター（静岡県島田市）
福井水産プロセスセンター（福井県鯖江市）

（中部薬品㈱）
本 部 岐阜県多治見市高根町４丁目29番地
物流センター 中部薬品物流センター（岐阜県多治見市）

木曽川物流センター（愛知県一宮市）
静岡物流センター（静岡県島田市）
北陸物流センター（富山県南砺市）
福井ドライ物流センター（福井県福井市）
名古屋みなとドライ物流センター（愛知県名古屋市）

（アレンザホールディングス㈱）
本 社 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

（㈱ダイユーエイト）
本 社 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

（㈱タイム）
本 社 岡山県岡山市北区下中野465番地の４

（㈱ホームセンターバロー）
本 部 岐阜県多治見市大針町661番地の１

（㈱アミーゴ）
本 部 東京都千代田区神田多町２丁目１番地

（㈱アクトス）
本 部 岐阜県可児市下恵土4120番地
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（店 舗）
セグメント 会 社 名 都道府県別店舗数

スーパーマーケット
事 業

㈱ バ ロ ー
岐阜県 69 愛知県 60 静岡県 23 福井県 21 滋賀県 16
石川県 14 富山県 13 長野県 9 大阪府 8 三重県 6
京都府 4 山梨県 2 奈良県 1 兵庫県 1 神奈川県 1

㈱ タ チ ヤ 愛知県 14 岐阜県 6 三重県 2
㈱食鮮館タイヨー 静岡県 16
㈱ 公 正 屋 山梨県 5 神奈川県 1 東京都 1
㈱ フ タ バ ヤ 滋賀県 4
三 幸 ㈱ 富山県 8
㈱ て ら お 食 品 千葉県 4
㈱ 八 百 鮮 大阪府 5 兵庫県 3 愛知県 2
㈱ ヤ マ タ 大阪府 8 兵庫県 2
㈱ ド ミ ー 愛知県 32
そ の 他 愛知県 50 大阪府 9 京都府 4 兵庫県 4 その他 11

ドラッグストア事業 中部薬品㈱他 3社
愛知県 223 岐阜県 176 富山県 49 静岡県 26 福井県 25
三重県 19 石川県 18 兵庫県 12 京都府 9 大阪府 7
滋賀県 5 東京都 1 長野県 1

ホームセンター事業 ㈱ダイユーエイト他3社
福島県 60 岐阜県 24 愛知県 16 山形県 13 岡山県 13
秋田県 8 宮城県 7 三重県 6 広島県 4 その他 12

ペットショップ事業 ㈱アミーゴ他１社
愛知県21 神奈川県18 東京都 18 兵庫県 16 岡山県 12
大阪府 8 福島県 8 岐阜県 8 埼玉県 8 その他 80

スポーツクラブ事業 ㈱アクトス他 2社
愛知県 26 岐阜県 20 大阪府 11 三重県 10 兵庫県 10
千葉県 8 神奈川県 5 東京都 5 静岡県 5 その他 56

そ の 他 の 事 業 ㈱バローホールディングス他2社 岡山県 3 岐阜県 2 愛知県 2 静岡県 1 三重県 1
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8. 従業員の状況
セ グ メ ン ト 従業員数 前連結会計年度

末比増減
ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 5,070名 597名
ド ラ ッ グ ス ト ア 事 業 2,055 151
ホ ー ム セ ン タ ー 事 業 1,396 △17
ペ ッ ト シ ョ ッ プ 事 業 1,035 △14
ス ポ ー ツ ク ラ ブ 事 業 375 △10
流 通 関 連 事 業 962 △37
そ の 他 の 事 業 149 11
全 社 （共 通） 185 9

合 計 11,227 690
（注） 従業員数には、パートタイマー（30,947名）は含まれておりません。

9. 主要な借入先及び借入額
主 要 な 借 入 先 借 入 額

農 林 中 央 金 庫 21,393百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 9,171
株 式 会 社 十 六 銀 行 8,666
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 7,257
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Ⅱ．会社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 200,000,000株
2. 発行済株式の総数 53,987,499株（自己株式1,089,649株含む）
3. 株主数 25,291名
4. 大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,020,600株 9.49％
公益財団法人伊藤青少年育成奨学会 2,910,000 5.50
株 式 会 社 子 雲 社 2,730,272 5.16
農 林 中 央 金 庫 2,542,800 4.80
株 式 会 社 十 六 銀 行 2,536,240 4.79
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,987,734 3.75
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 1,464,144 2.76
田 代 正 美 1,350,846 2.55
株 式 会 社 リ テ ー ル パ ー ト ナ ー ズ 1,260,000 2.38
株 式 会 社 ア ー ク ス 1,260,000 2.38

（注）1. 持株比率は、自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
2. 自己株式には、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保

有する当社株式224,234株は含まれておりません。

5. その他の株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項
1. 当社役員が保有している新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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Ⅳ．会社役員に関する事項
1. 当社の会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
会 長 兼 Ｃ Ｅ Ｏ 田 代 正 美 株式会社バロー代表取締役会長

株式会社犬の家代表取締役会長
取 締 役 社 長 小 池 孝 幸 中部興産株式会社代表取締役社長

株式会社バローフィナンシャルサービス代表取締役社長
専 務 取 締 役 森 克 幸 株式会社バロー代表取締役社長

常 務 取 締 役 篠 花 明 管理本部長
中部アグリ株式会社代表取締役社長
株式会社バローエージェンシー代表取締役社長
株式会社バローマックス代表取締役社長
株式会社岐東ファミリーデパート代表取締役会長

取 締 役 和 賀 登 盛 作
アレンザホールディングス株式会社代表取締役社長
株式会社ホームセンターバロー代表取締役社長
株式会社ファースト代表取締役社長

取 締 役 高 巣 基 彦 中部薬品株式会社代表取締役社長
取 締 役 纐 纈 直 孝 中部フーズ株式会社代表取締役社長
取 締 役 高 橋 俊 行
取 締 役 山 下 陽 子 今池法律事務所 パートナー弁護士

取 締 役 小 島 泰 道
曹 洞 宗 宗 議 会 議 員
宗 教 法 人 長 寿 寺 代 表 役 員
学 校 法 人 駒 澤 大 学 理 事 長

取 締 役
常勤監査等委員 安 孫 子 寿 夫

株 式 会 社 バ ロ ー 監 査 役
株式会社ホームセンターバロー監査役
中 部 フ ー ズ 株 式 会 社 監 査 役
中 部 興 産 株 式 会 社 監 査 役
株 式 会 社 ア ク ト ス 監 査 役

取 締 役
監 査 等 委 員 秦 博 文 公 認 会 計 士 秦 博 文 事 務 所 所 長

佐藤食品工業株式会社社外取締役
取 締 役
監 査 等 委 員 伊 藤 時 光 伊 藤 時 光 税 理 士 事 務 所 所 長

株 式 会 社 ウ ツ ノ 社 外 監 査 役
（注）1. 取締役高橋俊行氏、山下陽子氏及び小島泰道氏、取締役監査等委員秦博文氏及び伊藤時光氏は、会

社法第２条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は各氏を東京証券取引所及び名古屋
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

２. 取締役山下陽子氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相
当程度の知見を有しております。

３. 取締役監査等委員秦博文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。
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４ 取締役監査等委員伊藤時光氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有するものであります。

５. 当社は、常勤監査等委員が重要な会議等に出席し情報収集することにより、業務執行取締役の職務
執行を常時監視する体制を確保し、また、会計監査人及び監査室との密な連携が図れる体制を構築
するとともに、監査等委員会へ報告することにより社外取締役である監査等委員との情報共有や連
携を通じて実効性の高い監査機能を発揮するため、常勤監査等委員を選定しております。

６. 重要な兼職の状況に記載の以下の法人は、当社の子会社であります。
株式会社バロー 株式会社岐東ファミリーデパート
アレンザホールディングス株式会社 株式会社ホームセンターバロー
株式会社アクトス 株式会社バローマックス
株式会社バローエージェンシー 中部アグリ株式会社
株式会社ファースト 中部興産株式会社
中部薬品株式会社 株式会社バローフィナンシャルサービス
中部フーズ株式会社 株式会社犬の家

７. 増田陸奥夫氏は、2025年６月26日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合に
より退任いたしました。

８. 重要な兼職の状況に記載の今池法律事務所、曹洞宗宗議会、宗教法人長寿寺、学校法人駒澤大学、
公認会計士秦博文事務所、佐藤食品工業株式会社、伊藤時光税理士事務所及び株式会社ウツノと当
社との関係で記載すべき事項はありません。

９. 当社は社外取締役と責任限定契約を締結しております。その契約の内容の概要は、次のとおりであ
ります。
・取締役が任務を怠ったことによって損害賠償を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限
度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意か
つ重大な過失がないときに限るものとする。

10. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おります。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や訴訟費用が填
補されることとなり、全ての被保険者の保険料を当社が全額負担しております。
当該保険の被保険者は、当社の全ての取締役です。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわ
れないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が
認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを填補の対象外としております。
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2. 当社の会社役員に対する報酬

役員区分 報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数(人)基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

349
(16)

205
(16)

95
(−)

48
(−)

10名
(3名)

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

28
(13)

28
(13)

−
(−)

−
(−)

4名
(3名)

（注）1. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額95百万円（監査等委員を除く取締役95百
万円）を含めております。

2. 2016年6月30日開催の第59期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）
の報酬額を年額4億円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする旨を決議し
ております。なお、本総会決議に係る取締役の員数は、取締役（監査等委員である取締役を除く）
が9名、監査等委員である取締役が4名であります。

3. 株式交付信託制度に基づく株式報酬は、2017年６月29日開催の第60期定時株主総会において、株
式を交付するために必要な取得資金として、５年間で3億円及び延長する信託期間の年数に6千万円
を乗じた金額を上限とすることを決議しております。なお、本総会決議に係る取締役の員数は、取
締役（監査等委員である取締役を除く）が10名であります。

4. 非金銭報酬等は、2017年に役員退職慰労金制度を廃止し、それに替わるものとして導入した株式報
酬制度である株式交付信託の当事業年度の費用計上額であります。

5. 2022年6月30日開催の第65期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外
取締役を除きます。）の役員賞与の一部を年額5千万円以内として譲渡制限付株式を付与することを
決議しております。なお、本総会決議に係る取締役の員数は、取締役（監査等委員である取締役を
除く）が9名であります。

6. 取締役の報酬の額またはその算定方法の決定方針
（1）基本方針

①役員報酬等の構成は、基本報酬と業績連動報酬である賞与、株式報酬とし、社内・社外の別に応
じて設定します。なお、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その役割と独立性の
観点から基本報酬のみで構成します。

②基本報酬額は、優秀な人材を経営者として登用（採用）できる報酬額とし、当社の業績や各取締
役の業務執行状況、功績、貢献度等を総合的に評価して設定します。
なお、使用人兼務取締役の使用人部分につきましては、従業員の賃金規程に基づき支給します。
また、連結子会社出身の取締役（役付取締役を除く）の子会社における報酬は、子会社の役員報
酬に係る規定に基づき支給します。

③業績連動報酬となる賞与は、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で、過去の支給実績及び売上
高や経常利益等の当期の業績、取締役が委任を受けている事業の業績等を勘案して算定し、支給
します。

④株式報酬は、2017年6月29日開催の第60期定時株主総会で承認された株式交付信託制度であ
り、取締役退任時に当社株式が交付されます。その運用は、同日開催の取締役会で承認された
「役員向け株式交付規程」に基づき行います。
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（2）手続き
基本報酬額及び賞与額の決定につきましては、透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機
関として業務執行取締役2名、社外取締役3名で構成する指名・報酬委員会にてその内容を検討の
上、取締役会の決議により、その決定を指名・報酬委員会の答申を重視することを条件として、
代表取締役会長兼ＣＥＯである田代正美に再一任しております。その権限を委任した理由は、当
社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の委任を受けている事業の評価を行うには最も適しているか
らであります。取締役会は、基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決
定方針に沿うものであると判断しております。

3. 社外役員に関する事項
区 分 氏名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 高 橋 俊 行 当事業年度に開催された取締役会すべてに出席し、主に食品製造業
に勤務した豊富な経験・見地から適宜発言を行っております。

社外取締役 山 下 陽 子
当事業年度に開催された取締役会すべてに出席し、主に弁護士とし
ての活動の他に地域のセミナー講師や審議会の委員などの豊富な経
験・見地から適宜発言を行っております。

社外取締役 小 島 泰 道
社外取締役就任後に開催された取締役会に８回中６回出席し、主に
宗教法人の運営とともに宗教団体の役員及び学校法人の理事長など
の豊富な経験・見地から適宜発言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 秦 博 文

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会すべてに出席
し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・見地から適宜発
言を行っております。

社外取締役
（監査等委員） 伊 藤 時 光

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会すべてに出席
し、主に税理士として培ってきた豊富な経験・見地から適宜発言を
行っております。
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Ⅴ．会計監査人に関する事項
1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 会計監査人の報酬等の額
支払額

① 当 該 事 業 年 度 に 係 る 会 計 監 査 人 と し て の 報 酬 等 の 額 70百万円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の額 183百万円
（注）1. 監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手し、報告を受けた上で会計監査人の

監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、報酬額の見積りの算定根拠について確認し、検討した結
果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っています。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法に基づく監査の額の区分
をしておりませんので、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。

3. 会計監査人監査の対象となるすべての子会社につきましても、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人と
なっております。

3. 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である

「社債発行に係るコンフォートレター作成業務」等を委託しています。

4. 会計監査人と責任限定契約に関する事項
該当事項はありません。

5. 解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認める場合、その他必要

と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。
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Ⅵ．剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使
に関する方針

資本コストや資本収益性を意識した経営の実現に向けて、成長投資のための内部留保とのバラ
ンスに配慮しつつ、持続的な利益成長を通じて株主還元を行うことを基本方針としております。
当期末配当金につきましては、2026年５月13日開催の取締役会において、1株につき39円

（前期比同額）とし、支払日を2026年６月11日とすることを決議いたしました。これにより、中
間配当金35円と合わせた年間配当金は74円（前期比６円増配）となります。
また、内部留保につきましては、グループ事業の拡大に向けた事業基盤強化のための投融資に

有効活用いたします。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連結計算書類
連結貸借対照表（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
リ ー ス 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

154,219
32,983
36,632
67,615
1,719

15,341
△72

360,639
265,004
172,352

6,039
61,162
6,026
5,061

14,361
23,852
6,433
245

17,173
71,782
15,719
1,363

13,851
35,580
6,172
△904

流 動 負 債 195,460
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 75,815
短 期 借 入 金 24,916
コマーシャル・ペーパー 17,986
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 10,028
1年内返済予定の長期借入金 17,133
リ ー ス 債 務 2,141
未 払 法 人 税 等 6,364
賞 与 引 当 金 5,192
役 員 賞 与 引 当 金 321
ポ イ ン ト 引 当 金 968
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 11
資 産 除 去 債 務 5
そ の 他 34,576

固 定 負 債 116,085
社 債 10,160
長 期 借 入 金 56,089
リ ー ス 債 務 9,486
繰 延 税 金 負 債 990
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 710
退 職 給 付 に 係 る 負 債 7,098
資 産 除 去 債 務 23,440
長 期 預 り 保 証 金 6,717
そ の 他 1,392

負 債 合 計 311,546
純 資 産 の 部

株 主 資 本 181,778
資 本 金 13,609
資 本 剰 余 金 20,054
利 益 剰 余 金 151,033
自 己 株 式 △2,919

その他の包括利益累計額 3,449
その他有価証券評価差額金 3,221
為 替 換 算 調 整 勘 定 △271
退職給付に係る調整累計額 499

新 株 予 約 権 19
非 支 配 株 主 持 分 18,063
純 資 産 合 計 203,311

資 産 合 計 514,858 負 債 及 び 純 資 産 合 計 514,858
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 896,199
売 上 原 価 650,334

売 上 総 利 益 245,864
営 業 収 入 27,914

営 業 総 利 益 273,779
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 246,198

営 業 利 益 27,580
営 業 外 収 益
受 取 利 息 142
受 取 配 当 金 337
受 取 事 務 手 数 料 1,615
受 取 賃 貸 料 1,064
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 37
そ の 他 1,672 4,871

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,456
不 動 産 賃 貸 原 価 593
そ の 他 381 2,432

経 常 利 益 30,019
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 43
投 資 有 価 証 券 売 却 益 8
負 の の れ ん 発 生 益 90
違 約 金 収 入 113
補 助 金 収 入 277 532

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 55
固 定 資 産 除 却 損 203
減 損 損 失 3,454
固 定 資 産 圧 縮 損 121
そ の 他 417 4,252

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 26,299
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 10,474
法 人 税 等 調 整 額 △2,127 8,346
当 期 純 利 益 17,953
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,476
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 16,476
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計算書類
貸借対照表（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

82,136
9,817
7,151

32
8

1,598
54,196

517
6,795
2,269
△252

179,954
101,218
56,175
5,599

0
2

766
36,309

859
1,504
6,743
5,492

1
929
60

260
71,992
11,250
30,067

1
18,536

353
3,099

14,353
123

△5,794

流 動 負 債 124,374
買 掛 金 4
短 期 借 入 金 13,550
コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 17,986
関 係 会 社 短 期 借 入 金 19,071
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 10,000
1 年 内返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 11,184
リ ー ス 債 務 176
未 払 金 44,872
未 払 法 人 税 等 70
未 払 消 費 税 等 211
未 払 費 用 215
前 受 金 776
契 約 負 債 718
預 り 金 3,905
賞 与 引 当 金 111
役 員 賞 与 引 当 金 95
ポ イ ン ト 引 当 金 1,403
そ の 他 19

固 定 負 債 69,164
社 債 10,000
長 期 借 入 金 37,613
関 係 会 社 長 期 借 入 金 230
リ ー ス 債 務 1,332
長 期 前 受 金 50
退 職 給 付 引 当 金 3,127
株 式 報 酬 引 当 金 343
資 産 除 去 債 務 10,857
長 期 預 り 保 証 金 4,902
長 期 未 払 金 461
そ の 他 245

負 債 合 計 193,539
純 資 産 の 部

株 主 資 本 65,842
資 本 金 13,609
資 本 剰 余 金 15,546
資 本 準 備 金 14,363
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,182

利 益 剰 余 金 39,606
利 益 準 備 金 322
そ の 他 利 益 剰 余 金 39,283
建 物 圧 縮 積 立 金 34
別 途 積 立 金 28,400
繰 越 利 益 剰 余 金 10,849

自 己 株 式 △2,919
評 価・換 算 差 額 等 2,709
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,709

純 資 産 合 計 68,552
資 産 合 計 262,091 負 債 及 び 純 資 産 合 計 262,091
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損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 133
売 上 原 価 71

売 上 総 利 益 62
営 業 収 入 40,405

営 業 総 利 益 40,467
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 36,631

営 業 利 益 3,836
営 業 外 収 益

受 取 利 息 490
受 取 配 当 金 294
受 取 事 務 手 数 料 7
受 取 賃 貸 料 23
為 替 差 益 64
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 163
そ の 他 188 1,232

営 業 外 費 用
支 払 利 息 835
そ の 他 94 930

経 常 利 益 4,138
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 21
違 約 金 収 入 133
補 助 金 収 入 94 249

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 33
固 定 資 産 除 却 損 24
関 係 会 社 株 式 評 価 損 212
減 損 損 失 391
固 定 資 産 圧 縮 損 94
そ の 他 171 928

税 引 前 当 期 純 利 益 3,460
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 39
法 人 税 等 調 整 額 △403 △364
当 期 純 利 益 3,824
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月27日

株式会社 バローホールディングス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大録 宏行
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 倉持 直樹

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社バローホールディングスの2025年４月１

日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社バローホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監
督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月27日

株式会社 バローホールディングス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大録 宏行
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 倉持 直樹

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社バローホールディングスの2025年４月１

日から2026年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月1日から2026年３月31日までの第69期事業年度における取締役の職務の執行を
監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施い
たしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社の監
査室その他内部統制委員会等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関す
る事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取
締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に
関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当
であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針
に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目
的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月29日

株式会社バローホールディングス 監査等委員会
常勤監査等委員 安孫子 寿 夫 ㊞
監査等委員 秦 博 文 ㊞
監査等委員 伊 藤 時 光 ㊞

（注）監査等委員秦博文および伊藤時光は、会社法第２条第15号および第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。

以 上
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音羽町

上野町
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P
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P
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白山町

精華小西

バロー文化ホール
（多治見市文化会館）

徒歩約15分

定時株主総会会場ご案内図
岐阜県多治見市十九田町2番地の8

バロー文化ホール（多治見市文化会館）大ホール

交通機関の
ご案内

1．ＪＲ多治見駅北口より、会場までは徒歩約15分です。
２．会場駐車場は、駐車台数に限りがありますので、あらかじめご了承願います。
有料駐車場をご使用の際は、ご負担をお願いいたします。

総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、ご了承いただきますようお願い申しあげます。
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